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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の走行状態を示す走行状態情報に基づいて車両挙動を予測する車両挙動予測装置で
あって、
　前記走行状態情報は、前記車両の走行速度、および前記車両の加速度の少なくとも一方
の値と、前記少なくとも一方の値が検出された走行地点と、を含み、
　前記走行地点は、交差点の手前、カーブ、および一時停止位置のいずれかであり、
　前記走行状態情報が収集されるとともに該収集された走行状態情報に基づき求められた
前記少なくとも一方の値に対する車両挙動の発生確率を示す複数種の確率分布であって走
行地点毎に定められた確率分布を入力とし、予測対象とする車両の走行地点が、前記複数
種の確率分布の求められた走行地点のいずれかと共通する場合、当該複数種の確率分布の
うちの１つに予測対象とする車両についての前記少なくとも一方の値が属するか否かに基
づいて予測対象とする車両の車両挙動を予測する車両挙動予測部を備え、
　前記確率分布に前記少なくとも一方の値が属するか否かは、当該確率分布において発生
確率がゼロよりも大きい連続した１つの領域に前記少なくとも一方の値が含まれるか否か
によって判断される
ことを特徴とする車両挙動予測装置。
【請求項２】
　前記複数種の確率分布は、特定の車両挙動の発生時における確率分布と該特定の車両挙
動の非発生時における確率分布とからなる
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　請求項１に記載の車両挙動予測装置。
【請求項３】
　前記車両挙動予測部は、前記少なくとも一方の値が、前記特定の車両挙動の非発生時に
おける確率分布に属し、かつ、前記特定の車両挙動の発生時における確率分布に属さない
とき、前記予測対象とする車両が該当する車両挙動を示さないと予測する
　請求項２に記載の車両挙動予測装置。
【請求項４】
　前記車両挙動予測部は、前記少なくとも一方の値が、前記特定の車両挙動の非発生時に
おける確率分布に属さないとき、もしくは、前記特定の車両挙動の非発生時における確率
分布と同特定の車両挙動の発生時における確率分布とに共に属するとき、前記予測対象と
する車両の車両挙動を示さないか否かが不定であると判別する
　請求項２または３に記載の車両挙動予測装置。
【請求項５】
　前記車両挙動予測部は、前記少なくとも一方の値が、前記特定の車両挙動の発生時にお
ける確率分布に属し、かつ、前記特定の車両挙動の非発生時における確率分布に属さない
とき、前記予測対象とする車両が該当する車両挙動を示すと予測する
　請求項２～４のいずれか一項に記載の車両挙動予測装置。
【請求項６】
　前記車両挙動予測部は、前記少なくとも一方の値が、前記特定の車両挙動の発生時にお
ける確率分布に属さないとき、もしくは、前記特定の車両挙動の発生時における確率分布
と同特定の車両挙動の非発生時における確率分布とに共に属するとき、前記予測対象とす
る車両が該当する車両挙動を示すか否かが不定であると判別する
　請求項２～５のいずれか一項に記載の車両挙動予測装置。
【請求項７】
　前記車両挙動が、車両の減速挙動であり、
　前記車両挙動予測部は、前記走行状態情報として前記車両の走行速度及び加速度を示す
情報が収集されて車両の走行速度及び加速度の別に求められた複数種の確率分布を入力と
し、前記車両挙動が実行されないことについての予測を前記走行速度に基づく確率分布を
用いて行い、前記車両挙動が実行されることについての予測を前記加速度に基づく確率分
布を用いて行う
　請求項２～６のいずれか一項に記載の車両挙動予測装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の車両挙動予測装置において、
　前記車両挙動予測部の入力となる前記少なくとも一方の値に対する車両挙動の発生確率
を示す複数種の確率分布を求める分布演算部を備え、
　前記分布演算部は、前記車両挙動の平均値を示す前記確率分布の中央から所定区間を当
該車両挙動の発生確率についての信頼区間として規定する信頼区間規定部をさらに備え、
　前記車両挙動予測部は、前記信頼区間内の確率分布を用いて予測対象とする車両の車両
挙動を予測する
　ことを特徴とする車両挙動予測装置。
【請求項９】
　請求項２～７のいずれか一項に記載の車両挙動予測装置において、
　前記車両挙動予測部の入力となる前記少なくとも一方の値に対する車両挙動の発生確率
を示す複数種の確率分布を求める分布演算部を備え、
　前記分布演算部は、前記車両挙動の平均値を示す前記確率分布の中央から所定区間を当
該車両挙動の発生確率についての信頼区間として規定する信頼区間規定部をさらに備え、
　前記車両挙動予測部は、前記予測対象とする車両の車両挙動が前記確率分布に属するか
否かの判断を、該車両挙動が前記確率分布のうちの前記信頼区間に属するか否かに基づい
て行う
　ことを特徴とする記載の車両挙動予測装置。
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【請求項１０】
　前記車両挙動予測部の入力となる前記少なくとも一方の値に対する車両挙動の発生確率
を示す複数種の確率分布を求める分布演算部を備え、
　前記走行状態情報には、車両の走行地点及び該走行地点の特徴の少なくとも１つを示す
情報が含まれ、
　前記分布演算部は、前記複数種の確率分布を前記走行地点もしくは該走行地点の特徴の
別に求め、
　前記車両挙動予測部は、前記車両挙動の予測に際して、予測対象とする車両の走行地点
もしくは該走行地点の特徴を識別し、該識別結果と共通する走行地点もしくは該走行地点
の特徴について前記分布演算部が求めた複数種の確率分布を前記車両挙動の予測に用いる
　請求項１～９のいずれか一項に記載の車両挙動予測装置。
【請求項１１】
　前記車両挙動予測部の入力となる前記少なくとも一方の値に対する車両挙動の発生確率
を示す複数種の確率分布を求める分布演算部を備え、
　前記走行状態情報は、無線通信機能を有する複数の車両からプローブ情報通信システム
の管理センターに転送された情報に基づき取得されるものであり、
　前記分布演算部及び前記車両挙動予測部の少なくとも一つが前記管理センターに搭載さ
れ、前記確率分布及び前記予測対象とする車両挙動の予測結果の少なくとも一方を示す情
報が、要求に応じて前記管理センターから提供される
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の車両挙動予測装置。
【請求項１２】
　車両挙動の予測結果に基づきドライバの運転を支援する運転支援装置であって、
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の車両挙動予測装置を用いて運転支援対象とする
車両もしくは該車両の進行方向前方を走行する前方車両の車両挙動を予測し、該予測した
車両挙動に基づいた運転支援を実行する運転支援部を備える
　ことを特徴とする運転支援装置。
【請求項１３】
　車両の走行状態を示す走行状態情報に基づいて車両挙動を予測する車両挙動予測装置を
用いて車両挙動を予測する方法であって、
　前記走行状態情報は、前記車両の走行速度、および前記車両の加速度の少なくとも一方
の値と、前記少なくとも一方の値が検出された走行地点と、を含み、
　前記走行地点は、交差点の手前、カーブ、および一時停止位置のいずれかであり、
　前記車両挙動予測装置の車両挙動予測部が、前記走行状態情報が収集されるとともに該
収集された走行状態情報に基づき求められた前記少なくとも一方の値に対する車両挙動の
発生確率を示す複数種の確率分布であって走行地点毎に定められた確率分布を用いて、予
測対象とする車両の走行地点が、前記複数種の確率分布の求められた走行地点のいずれか
と共通する場合、該複数種の確率分布のうちの１つに予測対象とする車両についての前記
少なくとも一方の値が属するか否かに基づいて予測対象とする車両の車両挙動を予測する
予測ステップを実行し、
　前記車両挙動予測部は、前記確率分布に前記少なくとも一方の値が属するか否かを、当
該確率分布において発生確率がゼロよりも大きい連続した１つの領域に前記少なくとも一
方の値が含まれるか否かによって判断する
　ことを特徴とする車両挙動予測方法。
【請求項１４】
　前記車両挙動予測部は、前記複数種の確率分布として、特定の車両挙動の発生時におけ
る確率分布と該特定の車両挙動の非発生時における確率分布とを用いる
　請求項１３に記載の車両挙動予測方法。
【請求項１５】
　前記予測ステップにおいて、前記車両挙動予測部は、前記少なくとも一方の値が、前記
特定の車両挙動の非発生時における確率分布に属し、かつ、前記特定の車両挙動の発生時
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における確率分布に属さないとき、前記予測対象とする車両が該当する車両挙動を示さな
いと予測する
　請求項１４に記載の車両挙動予測方法。
【請求項１６】
　前記予測ステップにおいて、前記車両挙動予測部は、前記少なくとも一方の値が、前記
特定の車両挙動の非発生時における確率分布に属さないとき、もしくは、前記特定の車両
挙動の非発生時における確率分布と同特定の車両挙動の発生時における確率分布とに共に
属するとき、前記予測対象とする車両の車両挙動を示さないか否かが不定であると判別す
る
　請求項１４または１５に記載の車両挙動予測方法。
【請求項１７】
　前記予測ステップにおいて、前記車両挙動予測部は、前記少なくとも一方の値が、前記
特定の車両挙動の発生時における確率分布に属し、かつ、前記特定の車両挙動の非発生時
における確率分布に属さないとき、前記予測対象とする車両が該当する車両挙動を示すと
予測する
　請求項１４～１６のいずれか一項に記載の車両挙動予測方法。
【請求項１８】
　前記予測ステップにおいて、前記車両挙動予測部は、前記少なくとも一方の値が、前記
特定の車両挙動の発生時における確率分布に属さないとき、もしくは、前記特定の車両挙
動の発生時における確率分布と同特定の車両挙動の非発生時における確率分布とに共に属
するとき、前記予測対象とする車両が該当する車両挙動を示すか否かが不定であると判別
する
　請求項１４～１７のいずれか一項に記載の車両挙動予測方法。
【請求項１９】
　前記車両挙動が、車両の減速挙動であり、
　前記予測ステップにおいて、前記車両挙動予測部は、前記車両挙動が実行されないこと
についての予測を走行速度に基づく確率分布を用いて行い、前記車両挙動が実行されるこ
とについての予測を加速度に基づく確率分布を用いて行う
　請求項１４～１８のいずれか一項に記載の車両挙動予測方法。
【請求項２０】
　請求項１３～１９のいずれか一項に記載の車両挙動予測方法において、
　前記車両挙動予測装置の信頼区間規定部が、前記車両挙動の平均値を示す前記確率分布
の中央から所定区間を当該車両挙動の発生確率についての信頼区間として規定する規定ス
テップをさらに含み、
　前記予測ステップにおいて、前記車両挙動予測部は、前記確率分布として前記信頼区間
内の確率分布を用いて前記車両挙動を予測する
　ことを特徴とする車両挙動予測方法。
【請求項２１】
　請求項１４～１９のいずれか一項に記載の車両挙動予測方法において、
　前記車両挙動予測装置の信頼区間規定部が、前記車両挙動の平均値を示す前記確率分布
の中央から所定区間を当該車両挙動の発生確率についての信頼区間として規定する規定ス
テップをさらに含み、
　前記予測ステップにおいて、前記車両挙動予測部は、予測対象とする車両の車両挙動が
前記確率分布に属するか否かの判断を、該車両挙動が前記確率分布のうちの前記信頼区間
に属するか否かに基づいて行う
　ことを特徴とする車両挙動予測方法。
【請求項２２】
　前記車両挙動予測装置の分布演算部が、前記予測ステップにおいて用いられる前記車両
挙動の発生確率を示す複数種の確率分布を求める分布演算ステップを実行し、
　前記走行状態情報には、車両の走行地点及び該走行地点の特徴を示す情報が含まれ、
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　前記分布演算ステップにおいて、前記分布演算部は、前記複数種の確率分布を前記走行
地点もしくは該走行地点の特徴の別に求め、
　前記予測ステップは、予測対象とする車両の走行地点および該走行地点の特徴を識別す
る識別ステップと、該識別ステップによる識別結果と共通する走行地点および該走行地点
の特徴についての複数種の確率分布を前記分布演算ステップにて求めた確率分布の中から
選定する選定ステップとをさらに含み、前記車両挙動予測部は、該選定ステップにて選定
した確率分布を前記車両挙動の予測に用いる
　請求項１３～２１のいずれか一項に記載の車両挙動予測方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両挙動の予測に適用して有益な車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、
並びに該車両挙動予測装置を用いた運転支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のナビゲーションシステム等は、例えば信号機が設けられた交差点やカーブ等の交
通要素を走行する車両のドライバに対し、減速支援をはじめとする各種運転支援を行う。
こうしたナビゲーションシステムは、例えば道路上に設けられたインフラ通信機や道路交
通情報センター等から配信されるインフラ情報や道路交通情報等から、減速操作等を要す
る交通要素の存在や信号機の現示サイクルを示す情報を取得し、この取得した情報に基づ
いて減速支援等の運転支援を行う。
【０００３】
　また、例えば、特許文献１に記載の装置は、道路上を走行する車両の走行パターンを、
信号機が赤現示であるときの速度変化パターンや信号機が青現示であるときの速度変化パ
ターンに予め分類し、これら分類した速度変化パターンを、車両に搭載された記憶装置に
保持させる。さらに同装置は、運転支援の対象とする車両の、進行方向前方を走行する前
方車両の速度等を示す情報を取得し、この取得した情報が示す前方車両の速度の推移が、
記憶装置に記憶された速度変化パターンのうち、いずれの速度変化パターンに該当するか
を特定する。そして同装置は、例えば前方車両の速度変化パターンが、信号機の青現示に
おける速度変化パターンであると特定されると、減速や停止の必要性が低い、として減速
支援の実行を抑制する。これにより特許文献１に記載の装置は、信号機の現示サイクルに
関する情報を用いることなく、信号機の現示に応じた運転支援を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１９２１７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１に記載の装置は、前方車両の速度の推移が例えば信号機の赤現示
における速度パターンに一致するときには、一律に、前方車両が赤現示に応じて減速する
と予測する。逆に、同装置は、前方車両の速度の推移が、記憶装置に記憶されたいずれの
速度パターンにも一致しないときには、一律に、前方車両が減速を行わないとして予測す
る。
【０００６】
　しかし、実際の車両の速度パターンは、同一の車両であってもドライバや車両走行時の
周辺環境の違い等によって相違する。このことから、車両の速度パターン自体がバラツキ
を含む。このため、たとえ予測対象とする車両の走行速度の推移が、特定の速度パターン
に一致したとしても、予測対象とする車両は、その一致した速度パターンと共通の挙動を
示すとは限らない。同様に、予測対象とする車両の走行速度の推移が特定の速度パターン
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に一致しない推移を示していたとしても、予測対象とする車両は、この特定の速度パター
ンと共通の挙動を示すこともある。
【０００７】
　このように特許文献１に記載の装置は、予め規定された速度パターンとのマッチングに
よっては、予測対象とする車両の挙動を予測することが難しく、車両挙動の予測精度を向
上する上でなお改善の余地を残す。
【０００８】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、車両挙動の高精
度な予測を可能とする車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、並びに該車両挙動予測装
置を用いた運転支援装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　以下、上記課題を解決するための手段及びその作用効果について記載する。
【００１０】
　上記課題を達成するため、本発明に従う車両挙動予測装置は、車両の走行状態を示す走
行状態情報に基づいて車両挙動を予測する車両挙動予測装置であって、前記走行状態情報
を収集するとともに該収集した走行状態情報に基づき車両挙動の発生確率を示す複数種の
確率分布を求める分布演算部と、予測対象とする車両の車両挙動の前記複数種の確率分布
に対する相対的な位置関係を求め、該求めた相対的な位置関係に基づいて予測対象とする
車両の車両挙動を予測する車両挙動予測部と、を備える。
【００１１】
　上記課題を達成するため、本発明に従う車両挙動予測方法は、車両の走行状態を示す走
行状態情報に基づいて車両挙動を予測する車両挙動予測方法であって、前記走行状態情報
を収集するとともに該収集した走行状態情報に基づき車両挙動の発生確率を示す複数種の
確率分布を求める分布演算ステップと、予測対象とする車両の車両挙動の前記複数種の確
率分布に対する相対的な位置関係を求め、該求めた相対的な位置関係に基づいて予測対象
とする車両の車両挙動を予測する予測ステップと、を含む。
【００１２】
　上記構成あるいは方法によれば、車両挙動の発生確率を示す確率分布が複数種作成され
る。そして、この確率分布とは、所定の車両挙動の起こりやすさや起こりにくさを示すも
のであり、この確率分布に対する予測対象とする車両の車両挙動の相対的な位置関係に基
づけば、同車両が示す車両挙動を予測することが可能である。また、上記構成あるいは方
法では、車両挙動の予測に際し、複数種の確率分布が用いられる。これにより、複数種の
確率分布に用いて複数の観点から車両挙動を予測することが可能となり、車両挙動の予測
を高精度に行うことが可能となる。
【００１３】
　さらに、上記構成によれば、予測対象とする車両の車両挙動さえ検出できれば、同車両
の以後の車両挙動を予測することが可能となる。よって、予測対象とする車両との通信を
通じて同車両の走行状態を同車両から示す情報を取得せずとも、車両挙動の予測を行うこ
とが可能となる。
【００１４】
　本発明の一態様では、前記複数種の確率分布は、特定の車両挙動の発生時における確率
分布と該特定の車両挙動の非発生時における確率分布とからなる。
【００１５】
　本発明の一態様では、前記複数種の確率分布として、特定の車両挙動の発生時における
確率分布と該特定の車両挙動の非発生時における確率分布とを用いる。
【００１６】
　本発明は、上記構成あるいは方法によるように、複数種の確率分布として、特定の車両
挙動の発生時における確率分布と該特定の車両挙動の非発生時における確率分布とを用い
て特に有効である。すなわち、共通する車両挙動についての相反する確率分布を用いるこ
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とで、特定の車両挙動が発生する確率及び同特定の車両挙動が発生しない確率の双方に基
づき車両挙動を予測することが可能となる。これにより、予測対象とする車両の車両挙動
をより高精度に予測することが可能となる。
【００１７】
　本発明の一態様では、前記車両挙動予測部は、前記予測対象とする車両の車両挙動の相
対的な位置関係が、前記特定の車両挙動の非発生時における確率分布に属し、かつ、前記
特定の車両挙動の発生時における確率分布に属さないとき、前記予測対象とする車両が該
当する車両挙動を示さないと予測する。
【００１８】
　本発明の一態様では、前記予測ステップにおいて、前記予測対象とする車両の車両挙動
の相対的な位置関係が、前記特定の車両挙動の非発生時における確率分布に属し、かつ、
前記特定の車両挙動の発生時における確率分布に属さないとき、前記予測対象とする車両
が該当する車両挙動を示さないと予測する。
【００１９】
　予測対象とする車両の車両挙動が特定の車両挙動の非発生時における確率分布に属する
ときには、同車両が特定の車両挙動を示さない傾向にある。さらに、予測対象とする車両
の車両挙動が特定の車両挙動の発生時における確率分布に属さないときには、同車両が同
特定の車両挙動を示す蓋然性が低い。すなわち、同車両が同特定の車両挙動を示さない蓋
然性が高い。
【００２０】
　そこで、上記構成あるいは方法によるように、予測対象とする車両の車両挙動の相対的
な位置関係が特定の車両挙動の非発生時における確率分布に属し、かつ、同特定の車両挙
動の発生時における確率分布に属さないことを条件として、予測対象とする車両が該当す
る車両挙動を示さないと予測する。これにより、予測対象とする車両が該当する車両挙動
を示さないことについての予測を、相反する確率分布に基づき高精度に行うことが可能と
なる。
【００２１】
　本発明の一態様では、前記車両挙動予測部は、前記予測対象とする車両の車両挙動の相
対的な位置関係が、前記特定の車両挙動の非発生時における確率分布に属さないとき、も
しくは、前記特定の車両挙動の非発生時における確率分布と同特定の車両挙動の発生時に
おける確率分布とに共に属するとき、前記予測対象とする車両の車両挙動を示さないか否
かが不定であると判別する。
【００２２】
　本発明の一態様では、前記予測ステップにおいて、前記予測対象とする車両の車両挙動
の相対的な位置関係が、前記特定の車両挙動の非発生時における確率分布に属さないとき
、もしくは、前記特定の車両挙動の非発生時における確率分布と同特定の車両挙動の発生
時における確率分布とに共に属するとき、前記予測対象とする車両の車両挙動を示さない
か否かが不定であると判別する。
【００２３】
　予測対象とする車両の車両挙動が特定の車両挙動の非発生時における確率分布に属さな
いときには、同車両が特定の車両挙動を示さない蓋然性が低く、同車両が特定の車両挙動
を示さないと予測することは難しい。また、予測対象とする車両の車両挙動が特定の車両
挙動の非発生時における確率分布に属したとしても、同車両挙動が同特定の車両挙動の発
生時における確率分布にも属するときには、同車両挙動が示されることも同車両挙動が示
されないことも想定され、同車両が特定の車両挙動を示さないと予測することは難しい。
【００２４】
　そこで、上記構成あるいは方法によるように、予測対象とする車両の車両挙動の相対的
な位置関係が特定の車両挙動の非発生時における確率分布に属さないときには、同車両が
特定の車両挙動を示さないかが不定であると判別する。同様に、特定の車両挙動の非発生
時における確率分布と同特定の車両挙動の発生時における確率分布とに共に属するときに
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も、同車両が特定の車両挙動を示さないかが不定であると判別する。これにより、予測対
象とする車両が特定の車両挙動を示さないことが疑わしい状況下では、同車両が特定の車
両挙動を示さないかが不定であると判別され、車両挙動を示す、示さないといった予測結
果以外の情報を提供することが可能となる。
【００２５】
　本発明の一態様では、前記車両挙動予測部は、前記予測対象とする車両の車両挙動の相
対的な位置関係が、前記特定の車両挙動の発生時における確率分布に属し、かつ、前記特
定の車両挙動の非発生時における確率分布に属さないとき、前記予測対象とする車両が該
当する車両挙動を示すと予測する。
【００２６】
　本発明の一態様では、前記予測ステップにおいて、前記予測対象とする車両の車両挙動
の相対的な位置関係が、前記特定の車両挙動の発生時における確率分布に属し、かつ、前
記特定の車両挙動の非発生時における確率分布に属さないとき、前記予測対象とする車両
が該当する車両挙動を示すと予測する。
【００２７】
　予測対象とする車両の車両挙動が特定の車両挙動の発生時における確率分布に属すると
きには、同車両が特定の車両挙動を示す傾向にある。さらに、予測対象とする車両の車両
挙動が特定の車両挙動の非発生時における確率分布に属さないときには、同車両が同特定
の車両挙動を示さない蓋然性が低い。すなわち、同車両が同特定の車両挙動を示す蓋然性
が高い。
【００２８】
　そこで、上記構成あるいは方法によるように、予測対象とする車両の車両挙動の相対的
な位置関係が特定の車両挙動の発生時における確率分布に属し、かつ、同特定の車両挙動
の非発生時における確率分布に属さないことを条件として、予測対象とする車両が該当す
る車両挙動を示すと予測する。これにより、予測対象とする車両が該当する車両挙動を示
すことについての予測を、相反する確率分布に基づき高精度に行うことが可能となる。
【００２９】
　本発明の一態様では、前記車両挙動予測部は、前記予測対象とする車両の車両挙動の相
対的な位置関係が、前記特定の車両挙動の発生時における確率分布に属さないとき、もし
くは、前記特定の車両挙動の発生時における確率分布と同特定の車両挙動の非発生時にお
ける確率分布とに共に属するとき、前記予測対象とする車両が該当する車両挙動を示すか
否かが不定であると判別する。
【００３０】
　本発明の一態様では、前記予測ステップにおいて、前記予測対象とする車両の車両挙動
の相対的な位置関係が、前記特定の車両挙動の発生時における確率分布に属さないとき、
もしくは、前記特定の車両挙動の発生時における確率分布と同特定の車両挙動の非発生時
における確率分布とに共に属するとき、前記予測対象とする車両が該当する車両挙動を示
すか否かが不定であると判別する。
【００３１】
　予測対象とする車両の車両挙動が特定の車両挙動の発生時における確率分布に属さない
ときには、同車両が特定の車両挙動を示す蓋然性が低く、同車両が特定の車両挙動を示す
と予測することは難しい。また、予測対象とする車両の車両挙動が特定の車両挙動の発生
時における確率分布に属したとしても、同車両挙動が同特定の車両挙動の非発生時におけ
る確率分布にも属するときには、同車両挙動が示されることも同車両挙動が示されないこ
とも想定され、同車両が特定の車両挙動を示すと予測することは難しい。
【００３２】
　そこで、上記構成あるいは方法によるように、予測対象とする車両の車両挙動の相対的
な位置関係が特定の車両挙動の発生時における確率分布に属さないときには、同車両が特
定の車両挙動を示すかが不定であると判別する。同様に、特定の車両挙動の発生時におけ
る確率分布と同特定の車両挙動の非発生時における確率分布とに共に属するときにも、同



(9) JP 5880580 B2 2016.3.9

10

20

30

40

50

車両が特定の車両挙動を示すかが不定であると判別する。これにより、予測対象とする車
両が特定の車両挙動を示すことが疑わしい状況下では、同車両が特定の車両挙動を示すか
が不定であると判別され、車両挙動を示す、示さないといった予測結果以外の情報を提供
することが可能となる。
【００３３】
　本発明の一態様では、前記車両挙動が、車両の減速挙動であり、前記分布演算部は、前
記走行状態情報として前記車両の走行速度及び加速度を示す情報を収集するとともに、該
収集した車両の走行速度及び加速度の別に複数種の確率分布を求め、前記車両挙動予測部
は、前記車両挙動が実行されないことについての予測を前記走行速度に基づく確率分布を
用いて行い、前記車両挙動が実行されることについての予測を前記加速度に基づく確率分
布を用いて行う。
【００３４】
　本発明の一態様では、前記車両挙動として、車両の減速挙動を選定し、前記分布演算ス
テップにおいて、前記走行状態情報として前記車両の走行速度及び加速度を示す情報を収
集するとともに、該収集した車両の走行速度及び加速度の別に複数種の確率分布を求め、
前記予測ステップにおいて、前記車両挙動が実行されないことについての予測を走行速度
に基づく確率分布を用いて行い、前記車両挙動が実行されることについての予測を加速度
に基づく確率分布を用いて行う。
【００３５】
　或る車両において減速挙動が発生すると、例えば、同車両の進行方向前方に交差点やカ
ーブ、一時停止位置等の特定の運転操作を必要とする交通要素が存在していたり、渋滞が
発生していたりする蓋然性が高い。そして、こうした状況下では、減速を要する交通要素
に応じて車両の走行速度を円滑に低下させたり、前方車両との車間距離を維持したりする
ために、減速挙動の発生が予測される車両に後続する車両のドライバに減速操作を促す必
要性が高い。すなわち、円滑な減速操作を実現したり、燃費向上のための減速支援を実行
したりする上で、予測対象とする車両の減速挙動を予測する必要性が高い。また、減速挙
動と走行速度及び加速度とは、特に関連性が強く、走行速度や加速度の確率分布に基づけ
ば、減速挙動の発生等についての予測を行うことが可能である。
【００３６】
　この点、上記構成あるいは方法によれば、減速挙動の発生等についての予測を、走行速
度及び加速度の確率分布に基づき行うことで、予測必要性の高い減速挙動を高精度に予測
することが可能となる。
【００３７】
　本発明の一態様では、前記分布演算部は、前記車両挙動の平均値を示す前記確率分布の
中央から所定区間を当該車両挙動の発生確率についての信頼区間として規定する信頼区間
規定部をさらに備え、前記車両挙動予測部は、前記信頼区間内の確率分布を用いて予測対
象とする車両の車両挙動を予測する。
【００３８】
　本発明の一態様では、前記車両挙動の平均値を示す前記確率分布の中央から所定区間を
当該車両挙動の発生確率についての信頼区間として規定する規定ステップをさらに含み、
前記予測ステップにおいて、前記確率分布として前記信頼区間内の確率分布を用いて前記
車両挙動を予測する。
【００３９】
　或る車両の挙動が特定の車両挙動についての確率分布に属したとしても、同確率分布と
或る車両の挙動との相対的な位置関係によっては、同車両挙動の発生する確率は異なり、
予測結果に対する信頼度も異なる。
【００４０】
　そこで、上記構成あるいは方法によるように、確率分布の信頼区間を予め規定し、信頼
区間内の確率分布を用いて予測対象とする車両の車両挙動を予測することとすれば、予測
結果に対する信頼度をさらに向上させることが可能となる。また、予め規定された信頼区
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間内の確率分布を用いることで、車両挙動の予測に際しては、予測対象とする車両の挙動
が信頼区間内の確率分布に属するか否かを判断するだけでよい。よって、車両挙動の予測
をより容易に行うことが可能となる。
【００４１】
　本発明の一態様では、前記分布演算部は、前記車両挙動の平均値を示す前記確率分布の
中央から所定区間を当該車両挙動の発生確率についての信頼区間として規定する信頼区間
規定部をさらに備え、
　前記車両挙動予測部は、前記予測対象とする車両の車両挙動が前記確率分布に属するか
否かの判断を、該車両挙動が前記確率分布のうちの前記信頼区間に属するか否かに基づい
て行う。
【００４２】
　本発明の一態様では、前記車両挙動の平均値を示す前記確率分布の中央から所定区間を
当該車両挙動の発生確率についての信頼区間として規定する規定ステップをさらに含み、
前記予測ステップにおいて、予測対象とする車両の車両挙動が前記確率分布に属するか否
かの判断を、該車両挙動が前記確率分布のうちの前記信頼区間に属するか否かに基づいて
行う。
【００４３】
　或る車両の挙動が特定の車両挙動についての確率分布に属したとしても、同確率分布と
或る車両の挙動との相対的な位置関係によっては、同車両挙動の発生する確率は異なり、
予測結果に対する信頼度も異なる。また、たとえ予測対象とする車両の挙動が確率分布に
含まれていたとしても、同挙動が同確率分布の信頼区間に属していないときには、予測対
象とする車両にて同確率分布の示す車両挙動が発生する蓋然性が低い。
【００４４】
　そこで、上記構成あるいは方法によるように、上記求めた確率分布についての信頼区間
を規定し、予測対象とする車両の車両挙動が上記求めた確率分布のうちの信頼区間に属す
るか否かに基づいて予測対象とする車両の車両挙動を予測する。これにより、予測結果と
予測対象とされた車両の挙動とが一致する確率が好適に向上され、予測結果に対する信頼
度が好適に向上されるようになる。また、これにより、上記求めた確率分布を特に加工す
ることなく、この確率分布に信頼区間を事後的に規定するだけで、信頼度の高い予測が実
現されるようになる。
【００４５】
　本発明の一態様では、前記走行状態情報には、車両の走行地点及び該走行地点の特徴の
少なくとも１つを示す情報が含まれ、前記分布演算部は、前記複数種の確率分布を前記走
行地点もしくは該走行地点の特徴の別に求め、前記車両挙動予測部は、前記車両挙動の予
測に際して、予測対象とする車両の走行地点もしくは該走行地点の特徴を識別し、該識別
結果と共通する走行地点もしくは該走行地点の特徴について前記分布演算部が求めた複数
種の確率分布を前記車両挙動の予測に用いる。
【００４６】
　本発明の一態様では、前記走行状態情報として、車両の走行地点及び該走行地点の特徴
の少なくとも１つを示す情報を選定し、前記分布演算ステップにおいて、前記複数種の確
率分布を前記走行地点もしくは該走行地点の特徴の別に求め、前記予測ステップは、予測
対象とする車両の走行地点もしくは該走行地点の特徴を識別する識別ステップと、該識別
ステップによる識別結果と共通する走行地点もしくは該走行地点の特徴についての複数種
の確率分布を前記分布演算ステップにて求めた確率分布の中から選定する選定ステップと
をさらに含み、該選定ステップにて選定した確率分布を前記車両挙動の予測に用いる。
【００４７】
　車両挙動には、道路上に存在する交差点やカーブ等の交通要素に起因するものが多いこ
とから、特定の走行地点では特定の車両挙動が発生する傾向にある。よって、予測対象と
する車両の走行地点さえ特定できれば、この走行地点における車両挙動の発生確率を予め
特定することは可能である。
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【００４８】
　そこで、上記構成あるいは方法によるように、走行地点を示す情報を併せて収集し、こ
の収集した走行地点を示す情報を該当する確率分布に関連付ける。また、車両挙動の予測
に際しては、予測対象とする車両の走行地点を識別し、この識別した走行地点に共通する
地点の確率分布を特定する。そして、この特定した確率分布と予測対象とする車両の挙動
とに基づき車両挙動を予測することにより、該当する走行地点との関連性の高い確率分布
を用いて車両挙動の予測を行うことが可能となり、確率分布を用いた予測精度がさらに向
上されるようになる。また、このように、確率分布に走行地点やその特徴を関連付けるこ
とで、車両挙動が走行地点やその特徴に起因して発生したものであるか、もしくは、走行
地点やその特徴とは異なる例えば車両の走行状態等に起因して発生したものであるか、な
どを併せて予測することが可能ともなる。
【００４９】
　また、走行地点が相違したとしても、交差点の形状や道路線形、道路幅、車線数、道路
の曲率、道路勾配、信号機等のインフラ機器の有無、一時停止位置等の交通規制の有無、
制限速度等のように車両挙動に影響を与える要素が共通もしくは類似するときには、共通
もしくは類似した車両挙動が発生する傾向にある。
【００５０】
　そこで、上記構成あるいは方法によるように、走行地点の特徴を示す情報を確率分布に
適宜関連付ける。また、車両挙動の予測に際しては、予測対象とする車両の走行地点の特
徴を識別するとともに、この走行地点に特徴の共通する走行地点のもとで作成された確率
分布を特定し、この特定した確率分布を用いて予測対象とする車両の挙動を予測する。こ
れにより、たとえ予測対象とする車両の走行地点と一致する地点における確率分布が存在
しなくても、同地点に特徴の共通もしくは類似する地点のもとで作成された確率分布さえ
存在すれば、この確率分布を用いて車両挙動を予測することが可能となる。よって、車両
挙動を予測可能な局面が飛躍的に増大し、より多くの局面で車両挙動の予測を行うことが
可能となる。
【００５１】
　本発明の一態様では、前記走行状態情報は、無線通信機能を有する複数の車両からプロ
ーブ情報通信システムの管理センターに転送された情報に基づき取得されるものであり、
前記分布演算部及び前記車両挙動予測部の少なくとも一つが前記管理センターに搭載され
、前記確率分布及び前記予測対象とする車両挙動の予測結果の少なくとも一方を示す情報
が、要求に応じて前記管理センターから提供される。
【００５２】
　通常、上記プローブ情報通信システムの管理センターには、道路上を走行する複数台の
車両から各車両の走行状態や走行位置等を示す情報が集約される。すなわち、管理センタ
ーには、確率分布を作成するために必要十分な情報が集約される。
【００５３】
　そこで、上記構成によるように、上記管理センターに転送される情報に基づき走行状態
情報を取得することとすれば、車両挙動の予測に必要な情報を複数台の車両から容易に収
集することが可能となり、広域なエリアにおける確率分布の作成、及び車両挙動の予測を
実現することが可能となる。これにより、豊富な確率分布を用いて車両挙動の予測を行う
ことが可能となり、車両挙動を予測可能な局面が増大するようになる。
【００５４】
　また、上記構成によれば、分布演算部及び車両挙動予測部の少なくとも一つが管理セン
ターに搭載される。このため、管理センターで専属して確率分布の作成や車両挙動の予測
を行うことが可能となり、高機能な演算処理装置や大容量のデータベースを管理センター
に設けることが容易となる。これにより、確率分布の作成や車両挙動の予測をより高速か
つ高精度に行うことが可能となり、作成された確率分布についてもデータベースに大量に
登録することが可能となる。
【００５５】
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　上記課題を達成するため、本発明に従う運転支援装置は、車両挙動の予測結果に基づき
ドライバの運転を支援する運転支援装置であって、上記車両挙動予測装置を用いて運転支
援対象とする車両もしくは該車両の進行方向前方を走行する前方車両の車両挙動を予測し
、該予測した車両挙動に基づいた運転支援を実行する運転支援部を備える。
【００５６】
　本発明は、上記態様によるように、運転支援の対象とする車両の進行方向前方を予測す
るとともに、この予測結果に基づく運転支援を行う運転支援装置に適用して特に有効であ
る。すなわち、例えば、前方車両の減速が予測されるときには、音声案内や画像案内、ブ
レーキ回生等による減速支援が行われる一方、前方車両の減速が予測されないときには、
減速支援が行われない。これにより、高精度な予測結果に基づく運転支援が行われること
となり、予測対象とする車両の挙動や走行環境に応じた的確な運転支援が実現されるよう
になる。
【００５７】
　上記課題を達成するため、本発明に従う車両挙動予測装置は、車両の走行状態を示す走
行状態情報に基づいて車両挙動を予測する車両挙動予測装置であって、前記走行状態情報
を収集するとともに該収集した走行状態情報に基づき相反する車両挙動を示す２つの車両
挙動パターンを作成する演算を行う演算部と、予測対象とする車両の車両挙動と前記２つ
の車両挙動パターンとのパターンマッチングを通じて予測対象とする車両の車両挙動を予
測する車両挙動予測部と、を備える。
【００５８】
　上記構成によれば、車両挙動の予測が、相反する２つの車両挙動パターンとのマッチン
グを通じて用いて行われる。これにより、相反する２つの車両挙動パターンといった２つ
の観点から車両挙動を予測することが可能となり、各車両挙動パターンに基づく車両挙動
の予測を高精度に行うことが可能となる。
【００５９】
　本発明の一態様では、前記車両挙動予測部は、
　ａ．前記予測対象とする車両の車両挙動が、特定の車両挙動の車両挙動パターンにマッ
チングし、かつ、該特定の車両挙動に相反する車両挙動パターンにマッチングしないとき
、予測対象とする車両が前記マッチングした車両挙動パターンに追従した車両挙動を示す
と予測し、
　ｂ．前記予測対象とする車両の車両挙動が、前記相反する２つの車両挙動パターンに共
にマッチングするとき、該車両の車両挙動が不定であると判別する。
【００６０】
　上記構成によれば、車両挙動の予測対象とする車両の走行速度が特定の車両挙動の発生
を示す車両挙動パターンとマッチングし、かつ、同車両挙動パターンに相反する車両挙動
パターン、すなわち、特定の車両挙動の不発生を示す車両挙動パターンとマッチングしな
いときには、同車両にて特定の車両挙動が発生すると予測される。同様に、上記構成によ
れば、車両挙動の予測対象とする車両の走行速度が特定の車両挙動の不発生を示す車両挙
動パターンとマッチングし、かつ、同車両挙動パターンに相反する車両挙動パターン、す
なわち、特定の車両挙動の発生を示す車両挙動パターンとマッチングしないときには、同
車両にて特定の車両挙動が発生しないと予測される。このため、予測対象とする車両の挙
動が、相反する２つの車両挙動パターンのうちの一つの車両挙動パターンとマッチングし
ただけでは、同車両の挙動がマッチングした車両挙動と一致するとは予測されない。これ
により、２つの車両挙動パターンを用いた車両挙動の予測を的確に行うことが可能となる
。
【００６１】
　さらに、上記構成によれば、車両挙動の予測対象とする車両の走行速度が相反する２つ
の車両挙動パターンのいずれにもマッチングするときには、同車両の挙動がいずれの車両
挙動パターンにも一致する蓋然性が高いとして同車両の挙動が不定であると判別される。
これにより、車両挙動の予測を、特定の車両挙動の発生及び不発生、並びに不定といった
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３段階で行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明にかかる車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、並びに運転支援装置の
第１の実施の形態について、それら車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、並びに運転
支援装置が適用される車両の概略構成を示すブロック図。
【図２】（ａ）は、交差点から所定距離離れた地点における走行速度についての確率分布
の一例を示すグラフ。（ｂ）は、交差点から所定距離離れた地点における加速度について
の確率分布の一例を示すグラフ。
【図３】交差点手前の所定の走行区間における走行速度についての確率分布の一例を示す
グラフ。
【図４】交差点手前の所定の走行区間における加速度についての確率分布の一例を示すグ
ラフ。
【図５】同実施の形態のデータベース作成処理の一例を示すフローチャート。
【図６】同実施の形態の予測情報取得処理及び車両挙動予測処理の一例を示すフローチャ
ート。
【図７】同実施の形態の走行速度フラグ処理及び加速度フラグ処理の一例を示すフローチ
ャート。
【図８】同実施の形態の車両挙動の予測手順を示すフローチャート。
【図９】本発明にかかる車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、並びに運転支援装置の
第２の実施の形態について、車両挙動予測処理の一例を示すフローチャート。
【図１０】交差点から所定距離離れた地点の減速時及び非減速時における走行速度につい
ての確率分布の一例を信頼区間とともに示すグラフ。
【図１１】交差点から所定距離離れた地点の減速時及び非減速時における走行速度につい
ての確率分布の一例を信頼区間とともに示すグラフ。
【図１２】交差点から所定距離離れた地点の減速時及び非減速時における走行速度につい
ての確率分布の一例を信頼区間とともに示すグラフ。
【図１３】交差点から所定距離離れた地点の減速時及び非減速時における走行速度につい
ての確率分布の一例を信頼区間とともに示すグラフ。
【図１４】本発明にかかる車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、並びに運転支援装置
の第３の実施の形態について、それら車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、並びに運
転支援装置が適用される車両及び管理センターの概略構成を示すブロック図。
【図１５】本発明にかかる車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、並びに運転支援装置
の他の実施の形態について、それら車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、並びに運転
支援装置が適用される車両及び管理センター並びに情報端末の概略構成を示すブロック図
。
【図１６】本発明にかかる車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、並びに運転支援装置
の他の実施の形態について、それら車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、並びに運転
支援装置が適用される車両及び管理センター並びに情報端末の概略構成を示すブロック図
。
【図１７】本発明にかかる車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、並びに運転支援装置
の他の実施の形態について、一種類の車両挙動を示す要素に基づいた車両挙動予測処理の
一例を示すフローチャート。
【図１８】本発明にかかる車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、並びに運転支援装置
の他の実施の形態について、（ａ）は、所定の車両挙動が発生する走行地点を示したもの
であり、（ｂ）は、相反する２つの車両挙動パターンに基づく車両挙動の予測態様を示す
グラフ。
【発明を実施するための形態】
【００６３】
　（第１の実施の形態）
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　以下、本発明にかかる車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、並びに運転支援装置を
具体化した第１の実施の形態について図１～図８を参照して説明する。
【００６４】
　図１に示すように、本実施の形態の車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、並びに運
転支援装置が適用される車両１００には、走行状態情報のうちの自車両１００の走行状態
を検出する車両状態検出部１１０が搭載されている。
【００６５】
　車両状態検出部１１０は、例えば、車両１００の走行速度を検出する車速センサ１１１
、及び同車両１００の加速度を検出する加速度センサ１１２等によって構成されている。
これら車速センサ１１１及び加速度センサ１１２は、例えばＣＡＮ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ａ
ｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などの車載ネットワークを介して、様々なセンサ等の検出結果
が集約される車載制御装置１４０に電気的に接続されている。
【００６６】
　車速センサ１１１は、車輪回転速度を検出し、この検出した回転速度に応じた信号を、
車載制御装置１４０に出力する。加速度センサ１１２は、車両１００の加速度を検出し、
この検出した加速度に応じた信号を車載制御装置１４０に出力する。
【００６７】
　また、車両１００には、走行状態情報のうちの自車両１００の走行位置や走行環境を検
出する走行環境検出部１２０が搭載されている。本実施の形態の走行環境検出部１２０は
、例えば、衛星信号を受信し、この受信した衛星信号をもとに車両１００の絶対位置、す
なわち緯度経度を検出するＧＰＳ１２１によって構成されている。ＧＰＳ１２１は、ＧＰ
Ｓ１２１は、車両１００の移動に伴って変化する車両１００の緯度経度、換言すれば、車
両１００が走行した各地点の緯度経度を検出し、その検出結果を示す緯度経度情報を車載
制御装置１４０に出力する。
【００６８】
　さらに、車両１００には、同車両１００の進行方向前方を走行する前方車両の走行状態
等を示す情報を取得する前方車両情報取得部１３０が搭載されている。本実施の形態の前
方車両情報取得部１３０は、例えば、ミリ波帯の電波を用いて車両１００の進行方向前方
を走行する前方車両の存在を検知するミリ波レーダー１３１を備えている。また、前方車
両情報取得部１３０は、例えば、車両１００の周辺を走行する車両との車車間通信や路上
に設けられた路側通信機との路車間通信を行う車両用通信機１３２を備えている。なお、
前方車両には、車両１００の直前を走行する１台の車両のみならず、車両１００の進行方
向前方を走行する複数台の車両も含まれる。
【００６９】
　ミリ波レーダー１３１は、車両１００の進行方向前方を走行する前方車両の存在を検知
すると、その検知結果を示す信号を車載制御装置１４０に出力する。また、車両用通信機
１３２は、例えば、車両１００の進行方向前方を走行する前方車両との車車間通信を通じ
て、同前方車両の走行速度や加速度等の走行状態を示す情報を取得する。そして、車両用
通信機１３２は、この取得した情報を車載制御装置１４０に出力する。
【００７０】
　車載制御装置１４０は、車両状態検出部１１０から入力される車速センサ１１１及び加
速度センサ１１２の検出結果、並びに、アクセルセンサやブレーキセンサ、ステアリング
センサ等の検出結果に基づき、エンジン、ブレーキ、ターンランプ、及びステアリング等
の各種車載機器を制御するシステム制御部１４１を備えている。また、本実施の形態の車
載制御装置１４０は、走行環境検出部１２０や前方車両情報取得部１３０から入力される
車両１００の緯度経度情報に基づき、車両１００や前方車両の走行環境を特定する走行環
境特定部１４２を備えている。さらに、本実施の形態の車載制御装置１４０は、予測対象
とする車両の車両挙動の予測に供される分布演算部１４３、データベース作成部１４４、
及び車両挙動予測部１４５を備えている。
【００７１】
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　このうち、システム制御部１４１は、車両状態検出部１１０から各運転操作要素の検出
結果が入力されると、その検出結果に基づいて各種車載機器を制御する。これにより、例
えば、ドライバによりアクセルペダルが踏み込まれたことによってアクセルセンサ等の検
出結果が変化すると、この検出結果に応じてエンジンの制御量が算出され、この算出結果
に応じてエンジンが制御される。
【００７２】
　また、本実施の形態の走行環境特定部１４２は、走行環境検出部１２０や前方車両情報
取得部１３０から車両１００の緯度経度情報が入力されると、この入力された緯度経度情
報を分布演算部１４３に出力する。なお、本実施の形態の走行環境特定部１４２は、道路
線形、交差点形状、及び道路勾配がそれらの緯度を示す緯度経度情報とともに予め登録さ
れた道路地図データ１４２ａを保有している。そして、走行環境特定部１４２は、車両１
００や前方車両の緯度経度情報が入力されると、この緯度経度情報をもとに道路地図デー
タ１４２ａを参照し、車両１００や前方車両の走行環境を特定する。本実施の形態の走行
環境特定部１４２は、例えば、車両１００や前方車両が走行した走行地点の特徴を特定す
る。そして、走行環境特定部１４２は、この特定結果を分布演算部１４３に出力する。な
お、この走行地点の特徴としては、交差点の形状や道路線形、道路幅、車線数、道路の曲
率、道路勾配、信号機等のインフラ機器の有無、一時停止位置等の交通規制の有無、制限
速度等のように車両挙動に影響を与える要素が該当する。
【００７３】
　分布演算部１４３は、車両状態検出部１１０及び前方車両情報取得部１３０から車両１
００や前方車両情報取得部１３０の走行速度及び加速度を示す情報が入力されると、それ
ら走行速度及び加速度を示す情報に、走行速度及び加速度の検出時における車両１００の
緯度経度や交通要素の中での絶対位置を示す位置情報を関連付ける。そして、分布演算部
１４３は、走行速度及び加速度を示す情報の取得回数が所定回数を超えると、それら走行
速度及び加速度を示す情報に基づいて車両挙動の確率分布を作成する。なお、本実施の形
態では、確率分布の作成に必要な走行速度及び加速度を示す情報の取得回数として、例え
ば、同一もしくは走行環境の類似する地点において約「２０回」程度が規定されている。
また、本実施の形態の分布演算部１４３は、こうした車両挙動の確率分布を、緯度経度に
基づき分類される走行地点の別、及び走行環境特定部１４２により特定された走行環境の
別に作成する。
【００７４】
　本実施の形態の分布演算部１４３は、作成した確率分布の信頼区間を規定する信頼区間
規定部１４３ａを備えている。本実施の形態の信頼区間規定部１４３ａは、信頼区間とし
て、例えば、確率分布のうちの中心を含む約「９５％」を信頼区間として規定する。
【００７５】
　さらに、本実施の形態の分布演算部１４３は、例えば、交差点やカーブ等、走行速度や
加速度の推移パターンが複数のパターンに分かれる地点や走行環境にのみ、走行速度及び
加速度の確率分布を作成する。
【００７６】
　分布演算部１４３は、こうして走行速度及び加速度についての確率分布を作成すると、
この作成した確率分布を示すデータをデータベース作成部１４４に適宜出力する。
【００７７】
　データベース作成部１４４は、分布演算部１４３が作成した確率分布を示すデータが入
力されると、各確率分布を走行地点及び走行環境の別に分布データベース１５０に登録す
る。これにより、分布データベース１５０には、車両１００や前方車両の走行する各地点
や走行環境毎についての確率分布を示すデータが蓄積されることとなる。
【００７８】
　車両挙動予測部１４５は、例えば、前方車両情報取得部１３０から入力される情報に基
づいて車両１００の進行方向前方に前方車両が存在していると認識すると、この前方車両
の車両挙動を予測する。本実施の形態の車両挙動予測部１４５は、車両挙動の予測に際し
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、車両１００の前方を走行中の前方車両の走行速度及び加速度を示す情報を前方車両情報
取得部１３０から取得する。また、車両挙動予測部１４５は、ＧＰＳ１２１により取得さ
れる車両１００の緯度経度情報とミリ波レーダー１３１の検出結果とに基づいて前方車両
の走行地点を特定する。そして、車両挙動予測部１４５は、この特定した前方車両の走行
地点に基づき、緯度経度が共通する地点で作成された走行速度及び加速度についての確率
分布を分布データベース１５０から抽出する。次いで、車両挙動予測部１４５は、この抽
出した走行速度及び加速度の確率分布に対する前方車両の走行速度及び加速度の相対的な
位置関係に基づいて前方車両の車両挙動を予測する。本実施の形態の車両挙動予測部１４
５は、前方車両の車両挙動として、例えば、減速行動の発生の有無を予測する。また、本
実施の形態の車両挙動予測部１４５は、前方車両の減速行動の発生及び非発生のいずれに
ついても高確率で発生することが予測できないとき、前方車両の減速行動が不定であると
識別する。
【００７９】
　なお、本実施の形態の車両挙動予測部１４５は、予測対象とする前方車両の走行環境と
類似する環境のもとで作成された確率分布を分布データベース１５０から抽出する類似地
点抽出部１４５ａを備えている。類似地点抽出部１４５ａは、緯度経度が共通する地点で
作成された走行速度及び加速度についての確率分布が分布データベース１５０に存在しな
いとき、交差点形状や道路線形、カーブの曲率等が類似する環境のもとで作成された走行
速度及び加速度についての確率分布を分布データベース１５０から抽出する。そして、本
実施の形態では、この抽出された走行速度及び加速度についての確率分布も、前方車両の
車両挙動の予測に用いられる。これにより、本実施の形態では、分布データベース１５０
に未登録の走行地点を走行している前方車両についても車両挙動を予測することが可能と
なっている。車両挙動予測部１４５は、こうして前方車両の車両挙動を予測すると、この
予測結果を、同予測結果に基づいて各種運転支援を行う運転支援部１６０に出力する。
【００８０】
　本実施の形態の運転支援部１６０は、例えば、車両挙動予測部１４５による予測結果に
基づいて、車両１００に搭載されたエンジンやブレーキ等の各種制御機器、音声装置１６
２及び車室内に設けられた表示装置１６３を制御するための制御量を演算する運転支援部
１６１を備えている。
【００８１】
　運転支援部１６１は、車両挙動予測部１４５から前方車両の車両挙動の予測結果が入力
されると、この予測結果に基づいて、例えば、上記システム制御部１４１により制御され
る各種制御機器の制御量を求め、同求めた制御量をシステム制御部１４１に出力する。こ
れにより、例えば、車両挙動予測部１４５の予測結果が前方車両の減速行動の発生を示し
ているときは、前方車両が減速するタイミングもしくは同タイミング以前でのエンジンの
オフやブレーキのオンを実行する。なお、車両１００がハイブリッド自動車であるとき、
運転支援部１６１は、前方車両が減速するタイミングもしくは同タイミング以前でのブレ
ーキ回生を実行する。また、運転支援部１６１は、例えば、前方車両が減速行動を行う旨
を案内する音声案内や画像案内のための音声データや画像データを生成し、これら生成し
た音声データ及び画像データを前方車両が減速するタイミングもしくは同タイミング以前
に音声装置１６２及び表示装置１６３に出力する。これにより、音声装置１６２及び表示
装置１６３を通じて、前方車両の減速時もしくは減速開始以前に、車両１００の減速を促
す案内が同車両１００のドライバに対して行われることとなる。
【００８２】
　逆に、車両挙動予測部１４５の予測結果が前方車両の減速行動が発生しない旨を示して
いるときには、運転支援部１６１は、システム制御部１４１、音声装置１６２、及び表示
装置１６３を通じた減速支援を実行しない。そして、運転支援部１６１は、例えば、音声
装置１６２、及び表示装置１６３を通じて、前方車両が減速行動を行わない旨をドライバ
に案内する。同様に、本実施の形態の運転支援部１６１は、車両挙動予測部１４５から前
方車両の車両挙動が不定であるとする識別結果が入力されたときにも、システム制御部１
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４１、音声装置１６２、及び表示装置１６３を通じた減速支援を実行しない。
【００８３】
　このように、本実施の形態では、前方車両が減速行動を行う蓋然性が高いときにのみ、
ドライバに対する減速支援が行われることとなる。また、このように、本実施の形態では
、前方車両が減速行動を行わない蓋然性が高いときには、例えば前方車両が減速行動を行
わない旨がドライバに案内されることとなる。これにより、必要性が高い状況下でのみド
ライバに対する減速支援が行われるとともに、前方車両の減速行動が行われない蓋然性が
高いときには前方車両の走行が継続される旨の案内が行われることとなる。
【００８４】
　以下、本実施の形態の車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、並びに運転支援装置に
よる車両挙動の予測原理を図２～図４を参照して説明する。なお、図２（ａ）は、例えば
、信号機が設けられた交差点の手前約「４０ｍ」における走行速度の確率分布を示してお
り、図２（ｂ）は、例えば、交差点の手前約「４０ｍ」における加速度の確率分布を示し
ている。また、図３は、或る交差点を走行した車両の走行速度の確率分布を例えば約「１
ｍ」毎に示したものであり、図４は、同交差点を走行した車両の加速度の確率分布を例え
ば約「１ｍ」毎に示したものである。さらに、図３において、分布Ｒｖｙは、減速挙動の
発生時における交差点の手前約「１００ｍ」から交差点までの車両の走行速度の確率分布
を示しており、分布Ｒｖｎは、減速挙動の非発生時における交差点の手前約「１００ｍ」
から交差点までの車両の走行速度の確率分布を示している。同様に、図４において、分布
Ｒａｙは、減速挙動の発生時における交差点の手前約「１００ｍ」から交差点までの車両
の加速度の確率分布を示しており、分布Ｒａｎは、減速挙動の非発生時における交差点の
手前約「１００ｍ」から交差点までの車両の加速度の確率分布を示している。
【００８５】
　図２（ａ）に示すように、例えば、或る交差点の手前から約「４０ｍ」の地点における
車両１００や前方車両等の走行速度の確率分布は、同交差点にて信号機の赤現示等に起因
する減速行動が行われたときの分布Ｐｖｙと、同交差点にて減速行動が行われなかったと
きの分布Ｐｖｎとの２つの分布となる。そして、本実施の形態では、各分布Ｐｖｙ及びＰ
ｖｎの平均値に対する９５％信頼区間として領域Ｏｖｙ及びＯｖｎの分布が規定されてい
る。
【００８６】
　また、図２（ｂ）に示すように、例えば、或る交差点の手前から約「４０ｍ」の地点に
おける車両１００や前方車両等の加速度の確率分布は、同交差点にて信号機の赤現示等に
起因する減速行動が行われたときの分布Ｐａｙと、同交差点にて減速行動が行われなかっ
たときの分布Ｐａｎとの２つの分布となる。そして、本実施の形態では、各分布Ｐａｙ及
びＰａｎの平均値に対する９５％信頼区間として領域Ｏａｙ及びＯａｎの分布が規定され
ている。
【００８７】
　また一方、図３に示すように、こうした交差点から所定距離手前の地点から同交差点ま
での９５％信頼区間の走行速度の分布は、大きくは、車両のドライバが減速操作を行った
ことにより減速挙動が発生したときの分布Ｒｖｙと、車両のドライバが減速操作を行わな
かったことにより減速挙動が発生しなかったときの分布Ｒｖｎとに分類される。こうした
２つの分布Ｒｖｙ及びＲｖｎは、例えば、交差点の手前約「１００ｍ」の地点においては
相違しないものの、交差点に近づくにつれて異なる推移を示す。これは、減速操作が行わ
れたときには、交差点に近づくにつれて車両の走行速度が「０」に近づくことに起因して
いる。
【００８８】
　そして、例えば、予測対象とする車両の走行速度の推移Ｖ１が非減速時の分布Ｒｖｎに
包含される一方で減速時の分布Ｒｖｙに包含されないときには、同車両では減速挙動が発
生しないと予測することができる。
【００８９】
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　また、例えば、予測対象とする車両の走行速度の推移Ｖ２が減速時の分布Ｒｖｙに包含
される一方で非減速時の分布Ｒｖｎに包含されないときには、同車両では減速挙動が発生
すると予測することができる。
【００９０】
　一方、例えば、予測対象とする車両の走行速度の推移Ｖ３が減速時の分布Ｒｖｙ及びＲ
ｖｎのいずれにも包含されるときには、同車両では減速挙動が発生することも発生しない
ことも起こり得ることから、以後の車両挙動が不定とされる。同様に、減速時の分布Ｒｖ
ｙ及びＲｖｎのいずれにも包含されない例外的な推移Ｖ４、Ｖ５についても、以後の車両
挙動が不定とされる。
【００９１】
　他方、図４に示すように、こうした交差点から所定距離手前の地点から同交差点までの
９５％信頼区間の加速度の分布も、大きくは、車両のドライバが減速操作を行ったことに
より減速挙動が発生したときの分布Ｒａｙと、車両のドライバが減速操作を行わなかった
ことにより減速挙動が発生しなかったときの分布Ｒａｎとに分類される。なお、加速度に
ついての減速時の分布Ｒａｙが非減速時の分布Ｒａｎと重複する割合は、交差点から離れ
た例えば手前約「１００ｍ」の地点においても、走行速度についての減速時の分布Ｒｖｙ
が非減速時の分布Ｒｖｎと重複する割合よりも少なくなっている。これは、加速度が走行
速度の微分値であることから、減速操作の有無に伴う加速度の変化が減速操作の開始直後
に発生することに起因している。
【００９２】
　そして、例えば、予測対象とする車両の走行速度の推移Ａ１が非減速時の分布Ｒａｎに
包含される一方で減速時の分布Ｒａｙに包含されないときには、同車両では減速挙動が発
生しないと予測することができる。
【００９３】
　また、例えば、予測対象とする車両の走行速度の推移Ａ２が減速時の分布Ｒａｙに包含
される一方で非減速時の分布Ｒａｎに包含されないときには、同車両では減速挙動が発生
すると予測することができる。
【００９４】
　一方、例えば、予測対象とする車両の走行速度の推移Ａ３が減速時の分布Ｒａｙ及びＲ
ａｎのいずれにも包含されるときには、同車両では減速挙動が発生することも発生しない
ことも起こり得ることから、以後の車両挙動が不定とされる。同様に、減速時の分布Ｒａ
ｙ及びＲａｎのいずれにも包含されない例外的な推移Ａ４、Ａ５についても、以後の車両
挙動が不定とされる。
【００９５】
　なお、同図４に示されるように、加速度の分布は、交差点の手前約「１００ｍ」から約
「７０ｍ」付近までは非減速時の分布Ｒａｎの多くが減速時の分布Ｒａｙに包含される一
方、約「７０ｍ」から交差点にかけては減速時の分布Ｒａｙは非減速時の分布Ｒａｎと重
複しない割合が高くなっている。そして、加速度についての減速時の分布Ｒａｙが非減速
時の分布Ｒａｎと重複しない割合は、先の図３に示した走行速度についての減速時の分布
Ｒｖｙが非減速時の分布Ｒｖｎと重複しない割合よりも高くなっている。よって、本実施
の形態では、減速挙動が発生することについての予測が図４に例示した加速度の分布を用
いて行われる。
【００９６】
　これに対し、先の図３に示されるように、走行速度の分布は、交差点の手前約「１００
ｍ」から約「７０ｍ」付近までは減速時の分布Ｒｖｙと非減速時の分布Ｒｖｎとが重複す
る割合が高いものの、約「７０ｍ」から交差点にかけては交差点での停止の有無が反映さ
れることから、特に非減速時の分布Ｒｖｎのみの領域が拡大されている。
【００９７】
　そして、走行速度についての非減速時の分布Ｒｖｎが減速時の分布Ｒｖｙと重複しない
領域（面積）は、図４に示した加速度についての非減速時の分布Ｒａｎが減速時の分布Ｒ
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ａｙと重複しない領域（面積）よりも高くなっている。よって、本実施の形態では、減速
挙動が発生しないことについての予測が図３に例示した走行速度の分布を用いて行われる
。
【００９８】
　なお、図３及び図４に例示するように、加速度についての分布の方が走行速度について
の分布よりも、交差点の手前から遠い段階で減速時と非減速時との相違が顕著となってい
る。よって、加速度についての分布を用いることにより、交差点の手前から所定距離以上
離れた段階で車両挙動を高精度に予測することが可能となっている。
【００９９】
　次に、本実施の形態の車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、並びに運転支援装置の
作用を図５及び図６を参照して説明する。
【０１００】
　図５に示すように、まず、車載制御装置１４０によれば車両挙動の予測に用いるデータ
ベースを作成すべく、例えば、車両１００や同車両１００の前方車両の走行時における車
両挙動を示す走行速度や加速度に関する情報が取得される（ステップＳ１００）。次いで
、その都度の車両挙動に対応する走行地点を示す緯度経度情報が取得される（ステップＳ
１０１）。ここでの例では、前方車両の緯度経度は、車両１００に搭載されたＧＰＳ１２
１の検出結果から基づく車両１００の緯度経度に対してミリ波レーダー１３１の検出結果
から求まる車両１００と前方車両との車間距離とに基づき算出される。また、この取得さ
れた緯度経度情報と上記道路地図データ１４２ａとに基づき、その都度の車両挙動に対応
する走行地点の特徴が特定される（ステップＳ１０２）。そして、上記検出された車両挙
動に、対応する緯度経度情報及び特定された走行地点の特徴を示す情報が関連付けられる
（ステップＳ１０３）。こうして、車両挙動及び同車両挙動が発生した走行地点の検出、
並びに同走行地点の特徴の特定が繰り返し行われることにより、或る走行地点や走行地点
の特徴についての情報量が所定数を超えると（ステップＳ１０４：ＹＥＳ）、情報量が所
定数を超えた走行地点や走行地点の特徴における車両挙動の確率分布が作成される（ステ
ップＳ１０５）。これにより、先の図３及び図４に例示した走行速度や加速度についての
確率分布が、特定の運転操作が行われる交差点やカーブ、一時停止位置といった交通要素
毎に作成され、この作成された確率分布が上記分布データベース１５０に登録される。
【０１０１】
　そして、例えば、車両挙動の予測に際しては、図６にステップＳ１０６として示すよう
に、例えば予測対象情報を提示する車両１００の進行方向前方を走行する前方車両の走行
速度及び加速度並びに走行地点が検出される。次いで、この検出された走行地点と共通す
る地点における確率分布が分布データベース１５０に存在すると（ステップＳ１０７：Ｙ
ＥＳ）、同確率分布が分布データベース１５０から抽出される。一方、前方車両の走行地
点と共通する地点における確率分布が分布データベース１５０に存在しないときには（ス
テップＳ１０７：ＮＯ）、前方車両の走行地点と特徴の共通する地点の確率分布が分布デ
ータベース１５０に存在するか否かが判断される（ステップＳ１１１）。そして、前方車
両の走行地点と特徴の共通する地点の確率分布が分布データベース１５０に存在すると（
ステップＳ１１１：ＹＥＳ）、同地点の確率分布が分布データベース１５０から抽出され
る（ステップＳ１１２）。
【０１０２】
　こうして、車両挙動の予測対象とする前方車両の走行地点もしくは同地点と特徴が共通
する地点の確率分布が分布データベース１５０から抽出されると、同抽出された確率分布
における前方車両の車両挙動の相対的な位置関係が先の図３及び図４に例示した態様で求
められる（ステップＳ１０９）。
【０１０３】
　そして、この相対的な位置関係に基づいて、前方車両が、
　ａ．例えば特定の車両挙動である減速挙動を行う、
　ｂ．同減速挙動を行わない、
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　ｃ．同減速挙動が行われるか不定である
といった態様で前方車両の車両挙動が予測される（ステップＳ１１０、Ｓ１１３、Ｓ１１
４）。
【０１０４】
　こうして、前方車両の車両挙動が予測されると、この予測結果に応じて運転支援が実行
される。これにより、例えば、交差点に向かっている前方車両が減速挙動を行うと予測さ
れたときには、同前方車両に後続する車両１００のドライバに対する減速案内やブレーキ
回生等が行われる。一方、交差点に向かっている前方車両が減速挙動を行わない、もしく
は、同前方車両の車両挙動が不定であると予測されたときには、その旨が車両１００のド
ライバに案内され減速支援が行われない。
【０１０５】
　次に、本実施の形態の車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、並びに運転支援装置に
よる予測対象の車両挙動の予測手順を図７及び図８を参照して詳述する。すなわち、図５
及び図６に示すデータベース作成処理と予測情報取得処理とを振り返りながら、車両挙動
予測処理を詳述する。
【０１０６】
　図７に示すように、先の図５のステップＳ１００～１０５によるデータベース作成処理
の実行を通じて、車両挙動の予測に用いられる確率分布が作成されたとする（ステップＳ
２００）。また、先の図５のステップＳ１０６～Ｓ１０８、Ｓ１１１、Ｓ１１２による予
測情報取得処理の実行を通じて、例えば、予測対象としての前方車両の走行速度及び加速
度、並びに走行地点を示す情報が取得され、同走行地点もしくは同走行地点と特徴の共通
する地点における確率分布が取得されたとする（ステップＳ２０１）。
【０１０７】
　すると、図７にステップＳ２０２として示すように、分布データベース１５０に登録さ
れた確率分布のうち、例えば、先の図３に例示した或る交差点における減速時及び非減速
時の走行速度の例えば９５％信頼区間の確率分布が分布データベース１５０から抽出され
る。次いで、この抽出された減速時及び非減速時の走行速度の確率分布に対する前方車両
の走行速度の相対的な位置関係、すなわち相対位置が求められる（ステップＳ２０３）。
そして、前方車両の走行速度が非減速時の走行速度の確率分布に含まれているか否かが判
断される（ステップＳ２０４）。なお、こうした判断に際しては、例えば、交差点の手前
約「４０ｍ」から約「２０ｍ」までの間の走行速度の確率分布及び前方車両の走行速度が
用いられる。
【０１０８】
　そして、前方車両の走行速度が非減速時の走行速度の確率分布に含まれるとき（ステッ
プＳ２０４：ＹＥＳ）、さらに、前方車両の走行速度が減速時の走行速度の確率分布に含
まれていないか否かが判断される（ステップＳ２０５）。この判断の結果、前方車両の走
行速度が非減速時の走行速度の確率分布のみに含まれていると判断されると（ステップＳ
２０５：ＹＥＳ）、前方車両が向かっている交差点において同前方車両にて減速挙動が発
生しないと予測され、走行速度フラグが「１」とされる（ステップＳ２０６）。
【０１０９】
　一方、前方車両の走行速度が非減速時の走行速度の確率分布に含まれないときには（ス
テップＳ２０４：ＮＯ）、前方車両にて減速挙動が発生しないかが不定であるとして走行
速度フラグが「０」とされる（ステップＳ２０７）。同様に、前方車両の走行速度が非減
速時及び減速時のいずれの確率分布に含まれているときにも（ステップＳ２０４：ＹＥＳ
、Ｓ２０５：ＮＯ）、前方車両にて減速挙動が発生しないかが不定であるとして減速フラ
グが「０」とされる（ステップＳ２０７）。
【０１１０】
　こうして、走行速度フラグが決定されると、同決定された走行速度フラグの結果が集計
される（ステップＳ２０８）。
【０１１１】
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　続いて、ステップＳ２０９として示すように、分布データベース１５０に登録された確
率分布のうち、例えば、先の図４に例示した或る交差点における減速時及び非減速時の加
速度の例えば約９５％信頼区間の確率分布が分布データベース１５０から抽出される。次
いで、この抽出された減速時及び非減速時の加速度の確率分布に対する前方車両の加速度
の相対的な位置関係が求められる（ステップＳ２１０）。そして、前方車両の加速度が減
速時の加速度の確率分布に含まれているか否かが判断される（ステップＳ２１１）。なお
、こうした判断に際しても、例えば、交差点の手前約「４０ｍ」から約「２０ｍ」までの
間の走行速度の確率分布及び前方車両の加速度が用いられる。
【０１１２】
　そして、前方車両の加速度が減速時の加速度の確率分布に含まれるとき（ステップＳ２
１１：ＹＥＳ）、さらに、前方車両の加速度が非減速時の加速度の確率分布に含まれてい
ないか否かが判断される（ステップＳ２１２）。この判断の結果、前方車両の加速度が減
速時の加速度の確率分布のみに含まれていると判断されると（ステップＳ２１２：ＹＥＳ
）、前方車両が向かっている交差点において同前方車両にて減速挙動が発生すると予測さ
れ、加速度フラグが「－１」とされる（ステップＳ２１３）。
【０１１３】
　一方、前方車両の加速度が減速時の加速度の確率分布に含まれないときには（ステップ
Ｓ２１１：ＮＯ）、前方車両による減速挙動の発生が不定であるとして加速度フラグが「
０」とされる（ステップＳ２１４）。同様に、前方車両の加速度が非減速時及び減速時の
いずれの確率分布に含まれているときにも（ステップＳ２１１：ＹＥＳ、Ｓ２１２：ＮＯ
）、前方車両による減速挙動の発生が不定であるとして減速フラグが「０」とされる（ス
テップＳ２１４）。
【０１１４】
　こうして、加速度フラグが決定されると、同決定された加速度フラグの結果が集計され
る（ステップＳ２１５）。
【０１１５】
　そして、図８に示すように、続くステップＳ２１６にて、走行速度フラグの集計結果と
加速度フラグの集計結果とが加算されることにより、予測対象とする前方車両の車両挙動
の予測値を示す対象車両減速フラグが求められる。この結果、対象車両減速フラグが「１
」であるとき、前方車両が減速挙動を示さないと判断される（ステップＳ２１７：ＹＥＳ
、Ｓ２１８）。
【０１１６】
　これに対し、対象車両減速フラグが「－１」であるとき、前方車両が減速挙動を示すと
判断される（ステップＳ２１９：ＹＥＳ、Ｓ２２０）。
【０１１７】
　一方、対象車両減速フラグが「０」であるとき、前方車両による減速挙動の発生の有無
が不定であると判断される（ステップＳ２１９：ＮＯ、Ｓ２２１）。
【０１１８】
　以上説明したように、本実施の形態にかかる車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、
並びに運転支援装置によれば、以下の効果が得られるようになる。
【０１１９】
　（１）車両１００や前方車両の走行状態情報を収集するとともに、この収集した走行状
態情報に基づき車両挙動の発生確率を示す複数種の確率分布を求めた。また、予測対象と
する車両（前方車両）の車両挙動の複数種の確率分布に対する相対的な位置関係を求め、
この求めた相対的な位置関係に基づいて予測対象とする車両の車両挙動を予測した。これ
により、複数種の確率分布に用いて複数の観点から車両挙動を予測することが可能となり
、車両挙動の予測を高精度に行うことが可能となる。
【０１２０】
　（２）上記複数種の確率分布として、特定の車両挙動の発生時における確率分布と該特
定の車両挙動の非発生時における確率分布とを選定した。このため、共通する車両挙動に
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ついての相反する確率分布を用いることで、特定の車両挙動が発生する確率及び同特定の
車両挙動が発生しない確率の双方に基づき車両挙動を予測することが可能となる。これに
より、予測対象とする車両の車両挙動をより高精度に予測することが可能となる。
【０１２１】
　（３）予測対象とする車両の車両挙動の相対的な位置関係が、特定の車両挙動の非発生
時における確率分布に属し、かつ、同特定の車両挙動の発生時における確率分布に属さな
いとき、予測対象とする車両が該当する車両挙動を示さないと予測した。これにより、予
測対象とする車両が該当する車両挙動を示さないことについての予測を、相反する確率分
布に基づき高精度に行うことが可能となる。
【０１２２】
　（４）予測対象とする車両の車両挙動の相対的な位置関係が、特定の車両挙動の非発生
時における確率分布に属さないとき、もしくは、特定の車両挙動の非発生時における確率
分布と同特定の車両挙動の発生時における確率分布とに共に属するとき、予測対象とする
車両の車両挙動を示さないか否かが不定であると判別した。これにより、予測対象とする
車両が特定の車両挙動を示さないことが疑わしい状況下では、同車両が特定の車両挙動を
示さないかが不定であると判別され、車両挙動を示す、示さないといった予測結果以外の
情報を提供することが可能となる。
【０１２３】
　（５）予測対象とする車両の車両挙動の相対的な位置関係が、特定の車両挙動の発生時
における確率分布に属し、かつ、同特定の車両挙動の非発生時における確率分布に属さな
いとき、予測対象とする車両が該当する車両挙動を示すと予測した。これにより、予測対
象とする車両が該当する車両挙動を示すことについての予測を、相反する確率分布に基づ
き高精度に行うことが可能となる。
【０１２４】
　（６）予測対象とする車両の車両挙動の相対的な位置関係が、特定の車両挙動の発生時
における確率分布に属さないとき、もしくは、特定の車両挙動の発生時における確率分布
と同特定の車両挙動の非発生時における確率分布とに共に属するとき、予測対象とする車
両が該当する車両挙動を示すか否かが不定であると判別した。これにより、予測対象とす
る車両が特定の車両挙動を示すことが疑わしい状況下では、同車両が特定の車両挙動を示
すかが不定であると判別され、車両挙動を示す、示さないといった予測結果以外の情報を
提供することが可能となる。
【０１２５】
　（７）上記車両挙動が、車両の減速挙動を選定した。また、上記走行状態情報として車
両１００や前方車両の走行速度及び加速度を示す情報を収集するとともに、該収集した車
両の走行速度及び加速度の別に複数種の確率分布を求めた。そして、車両挙動が実行され
ないことについての予測を走行速度に基づく確率分布を用いて行い、車両挙動が実行され
ることについての予測を加速度に基づく確率分布を用いて行った。これにより、予測必要
性の高い減速挙動の発生や不発生等についての予測を高精度に行うことが可能となる。
【０１２６】
　（８）車両挙動の平均値を示す確率分布の中央から所定区間を当該車両挙動の発生確率
についての信頼区間として規定した。そしてこの信頼区間内の確率分布を用いて予測対象
とする車両の車両挙動を予測した。これにより、予測結果に対する信頼度をさらに向上さ
せることが可能となる。また、予め規定された信頼区間内の確率分布を用いることで、車
両挙動の予測に際しては、予測対象とする車両の挙動が信頼区間内の確率分布に属するか
否かを判断するだけでよい。よって、車両挙動の予測をより容易に行うことが可能となる
。
【０１２７】
　（９）上記走行状態情報に、車両の走行地点及び該走行地点の特徴の少なくとも１つを
示す情報を含めた。また、上記複数種の確率分布を走行地点もしくは該走行地点の特徴の
別に求めた。そして、車両挙動の予測に際して、予測対象とする車両の走行地点もしくは
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該走行地点の特徴を識別し、この識別結果と共通する走行地点もしくは該走行地点の特徴
について分布演算部が求めた複数種の確率分布を車両挙動の予測に用いた。これにより、
該当する走行地点との関連性の高い確率分布を用いて車両挙動の予測を行うことが可能と
なり、確率分布を用いた予測精度がさらに向上されるようになる。また、このように、確
率分布に走行地点やその特徴を関連付けることで、車両挙動が走行地点やその特徴に起因
して発生したものであるか、もしくは、走行知手やその特徴とは異なる例えば車両の走行
状態等に起因して発生したものであるか、などを併せて予測することが可能ともなる。
【０１２８】
　（１０）予測対象とする車両の走行地点における確率分布が分布データベース１５０に
存在しないとき、この走行地点と特徴の類似する地点で作成された確率分布を用いて車両
挙動の予測を行った。これにより、たとえ予測対象とする車両の走行地点と一致する地点
における確率分布が存在しなくても、同地点に特徴の共通もしくは類似する地点のもとで
作成された確率分布さえ存在すれば、この確率分布を用いて車両挙動を予測することが可
能となる。よって、車両挙動を予測可能な局面が飛躍的に増大し、より多くの局面で車両
挙動の予測を行うことが可能となる。
【０１２９】
　（第２の実施の形態）
　次に、本発明にかかる車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、並びに運転支援装置の
第２の実施の形態を、第１の実施の形態との相違点を中心に、先の図６に対応する図９、
及び図１０～図１３を参照して説明する。なお、本実施の形態にかかる車両挙動予測装置
及び車両挙動予測方法、並びに運転支援装置も、その基本的な構成は第１の実施の形態と
同等であり、図９～図１３においても第１の実施の形態と実質的に同一の要素にはそれぞ
れ同一の符号を付して示し、重複する説明は割愛する。
【０１３０】
　図９に示すように、車両挙動の予測に際してデータベース作成処理及び予測情報取得処
理が実行されたとする（ステップＳ２００、Ｓ２０１）。
【０１３１】
　そして、本実施の形態ではまず、例えば、前方車両が向かう交差点もしくは同交差点に
交差点形状や道路形状等が類似する交差点における走行速度の確率分布、すなわち、先の
図２（ａ）に例示した確率分布が分布データベース１５０から抽出される（ステップＳ２
０２Ａ）。
【０１３２】
　次いで、予測情報取得処理を通じて例えば交差点における前方車両の走行速度が取得さ
れると、走行速度の減速時及び非減速時の各確率分布に対する前方車両の走行速度の相対
的な位置関係が求められる（ステップＳ２０３Ａ）。
【０１３３】
　そして、図１０に例示するように、例えば、交差点から約「４０ｍ」手前における前方
車両の走行速度が非減速時の走行速度の平均値よりも所定速度以上異なる速度Ｖｓ１のと
き、前方車両による非減速挙動の発生確率は約「３％」となる。そして、この前方車両の
走行速度Ｖｓ１は同図１０に示すように、非減速時の確率分布の例えば９５％信頼区間に
含まれておらず、同走行速度Ｖｓ１が非信頼区間のみに属している。よって、前方車両の
走行速度Ｖｓ１が非減速時の確率分布の信頼区間に含まれていないときには（図９　ステ
ップＳ２０４Ａ：ＮＯ）、前方車両にて減速挙動が発生しないかが不定であるとして、走
行速度フラグが「０」とされる（ステップＳ２０７）。
【０１３４】
　これに対し、図１１に例示するように、例えば、交差点から約「４０ｍ」手前における
前方車両の走行速度が非減速時の走行速度の平均値に近似する速度Ｖｓ２のとき、前方車
両による非減速挙動の発生確率は約「６０％」となる。そして、この前方車両の走行速度
Ｖｓ２は、同図１１に示すように、非減速時の確率分布の例えば９５％信頼区間に含まれ
たものとなっている（図９　ステップＳ２０４Ａ：ＹＥＳ）。さらに、図１２に例示する
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ように、この前方車両の走行速度Ｖｓ２は、減速時の確率分布の平均値よりも所定速度以
上異なっており、減速時の確率分布の例えば９５％信頼区間には含まれていない（図９　
ステップＳ２０５Ａ：ＹＥＳ）。そして、このように、前方車両の走行速度Ｖｓ２が非減
速時の信頼区間のみに含まれるときには、同前方車両にて減速挙動が発生しないとして走
行速度フラグが「１」とされる（ステップＳ２０６）。なお、前方車両の走行速度が非減
速時の確率分布の平均値に近づき非減速挙動の発生確率が高まるほど、前方車両にて減速
挙動が発生しない旨の予測結果の信頼度は高いものとなる。同様に、前方車両の走行速度
が減速時の確率分布の平均値に近づき減速挙動の発生確率が高まるほど、前方車両にて減
速挙動が発生する旨の予測結果の信頼度は高いものとなる。
【０１３５】
　また一方、図１３に例示するように、例えば、交差点から約「４０ｍ」手前における前
方車両の走行速度が非減速時及び減速時の各平均値から所定速度以上異なる速度Ｖｓ３の
ときには、前方車両の走行速度は、非減速時及び減速時の各確率分布の例えば９５％信頼
区間のいずれにも含まれている（図９　ステップＳ２０４Ａ：ＹＥＳ、Ｓ２０５Ａ：ＮＯ
）。このときには、前方車両にて減速挙動が発生する確率及び減速挙動が発生しない確率
のいずれもが高いものとして、走行速度フラグが「０」とされる（ステップＳ２０７）。
【０１３６】
　こうして、図９にステップＳ２０６として示すように、走行速度フラグが集計されると
、例えば、前方車両が向かう交差点もしくは同交差点に交差点形状や道路形状等が類似す
る交差点における加速度の確率分布、すなわち、先の図２（ｂ）に例示した確率分布が分
布データベース１５０から抽出される（ステップＳ２０９Ａ）。
【０１３７】
　そして、図９～図１３に例示した態様で、例えば前方車両が向かう交差点における加速
度についての非減速時及び減速時の確率分布と同前方車両の加速度とに基づき、減速確率
及び非減速確率が求められる（ステップＳ２１０Ａ）。
【０１３８】
　次いで、前方車両の加速度が、減速時の加速度分布の例えば９５％信頼区間に含まれ（
ステップＳ２１１Ａ：ＹＥＳ）、かつ、非減速時の例えば９５％信頼区間に含まれていな
いとき（ステップＳ２１２Ａ：ＹＥＳ）、前方車両が向かう交差点にて同前方車両の減速
挙動が発生するとして加速度フラグが「－１」とされる。
【０１３９】
　一方、前方車両の加速度が、減速時の加速度分布の例えば９５％信頼区間に含まれない
とき（ステップＳ２１１Ａ：ＮＯ）、前方車両による減速挙動の発生が不定であるとして
走行速度フラグが「０」とされる（ステップＳ２１４）。同様に、前方車両の加速度が非
減速時及び減速時のいずれの確率分布に含まれているときにも（ステップＳ２１２Ａ：Ｎ
Ｏ）、前方車両による減速挙動の発生が不定であるとして減速フラグが「０」とされる（
ステップＳ２１４）。
【０１４０】
　こうして、加速度フラグが決定されると、同決定された加速度フラグの結果が集計され
る（ステップＳ２１５）。
【０１４１】
　その後、先の図８に示したステップＳ２１６～Ｓ２２１が実行されることにより、前方
車両にて減速挙動が発生する、減速挙動が発生しない、及び減速挙動の発生の有無が不定
であると判断されることとなる。
【０１４２】
　以上説明したように、本実施の形態にかかる車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、
並びに運転支援装置によれば、前記（１）～（７）、（９）、（１０）の効果が得られる
とともに、前記（８）に代えて以下の（８Ａ）効果が得られるようになるとともに、さら
に以下の（１１）の効果が得られるようになる。
【０１４３】
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　（８Ａ）車両挙動の平均値を示す前記確率分布の中央から所定区間を当該車両挙動の発
生確率についての信頼区間として規定した。そして、予測対象とする車両の車両挙動が上
記確率分布に属するか否かの判断を、該車両挙動が同確率分布のうちの信頼区間に属する
か否かに基づいて行った。これにより、予測結果と予測対象とされた車両の挙動とが一致
する確率が好適に向上され、予測結果に対する信頼度が好適に向上されるようになる。ま
た、これにより、上記求めた確率分布を特に加工することなく、この確率分布に信頼区間
を事後的に規定するだけで、信頼度の高い予測が実現されるようになる。
【０１４４】
　（１１）予測対象とする車両の車両挙動の確率分布における相対的な位置関係を、車両
挙動の発生確率及び非発生確率として求めた。このため、車両挙動の発生の予測のみなら
ず、車両挙動の発生確率に基づき、車両挙動の予測結果の信頼度を合わせて判定すること
が可能となる。これにより、例えば、車両挙動の発生確率及び非発生確率が、例えば約「
６０」％であるときには、予測結果と予測対象とする車両の車両挙動とが一致する蓋然性
が高いと評価することが可能となる。また、信頼区間には属しているものの、車両挙動の
発生確率及び非発生確率が例えば約「３０」％未満であるときには、予測結果と予測対象
とする車両の車両挙動とが一致する蓋然性が低いと評価することが可能となる。このよう
に、車両挙動の発生確率及び非発生確率を求めることで、予測結果に対する重み付けを行
うことが可能となる。
【０１４５】
　（第３の実施の形態）
　次に、本発明にかかる車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、並びに運転支援装置の
第３の実施の形態を、第１の実施の形態との相違点を中心に、先の図１に対応する図１４
を参照して説明する。なお、本実施の形態にかかる車両挙動予測装置及び車両挙動予測方
法、並びに運転支援装置も、その基本的な構成は第１の実施の形態と同等であり、図１４
においても第１の実施の形態と実質的に同一の要素にはそれぞれ同一の符号を付して示し
、重複する説明は割愛する。
【０１４６】
　図１４に示すように、本実施の車両１００に搭載される車載制御装置１４０Ａは、上記
走行環境特定部１４２、分布演算部１４３、データベース作成部１４４、車両挙動予測部
１４５、及び分布データベース１５０が割愛された構成となっている。また、本実施の形
態の車両１００には、プローブ情報通信システムの管理センター２００に設けられたセン
ター通信機２０１との通信機能を有した車両用通信機１７０が搭載されている。
【０１４７】
　一方、管理センター２００には、各種演算処理が実行される演算処理装置２１０が搭載
されている。本実施の形態の演算処理装置２１０には、上記走行環境特定部１４２、分布
演算部１４３、データベース作成部１４４、及び車両挙動予測部１４５に相当する走行環
境特定部２１１、分布演算部２１２、データベース作成部２１３、及び車両挙動予測部２
１４が設けられている。このうち、走行環境特定部２１１は、上記道路地図データ１４２
ａに相当する道路地図データ２１１ａを有している。また、分布演算部２１２は、上記信
頼区間規定部１４３ａに相当する信頼区間規定部２１２ａを有している。さらに、車両挙
動予測部２１４は、上記類似地点抽出部１４５ａに相当する類似地点抽出部２１４ａを有
している。また、管理センター２００には、上記分布データベース１５０に相当する分布
データベース２２０が設けられている。
【０１４８】
　次に、本実施の形態の車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、並びに運転支援装置の
作用を説明する。
【０１４９】
　まず、管理センター２００は、車両１００をはじめとする複数台の車両との通信を通じ
て、各車両の走行速度や加速度等の車両状態を示す車両状態情報と該当する走行地点の緯
度経度を示す位置情報とを取得する。
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【０１５０】
　演算処理装置２１０は、管理センター２００に集約された車両状態情報及び位置情報に
基づいて各車両の走行環境を特定し、特定した地点における車両挙動についての確率分布
を適宜作成する。また、演算処理装置２１０は、作成した確率分布を分布データベース２
２０に適宜登録する。
【０１５１】
　そして、演算処理装置２１０は、例えば、車両１００から同車両１００の進行方向前方
を走行する前方車両の車両挙動の予測要求を受信し、車両１００から送信されてくる前方
車両の車両状態情報及び位置情報を車両１００もしくは前方車両との通信を通じて取得す
ると、同取得した情報に基づいて前方車両の車両挙動を予測する。次いで、管理センター
２００は、予測結果を車両１００に配信する。
【０１５２】
　車両１００では、車両用通信機１７０が予測結果を受信すると、この予測結果が運転支
援部１６０に入力される。そして、運転支援部１６０では、この予測結果に基づいて各種
運転支援が行われる。
【０１５３】
　以上説明したように、本実施の形態にかかる車両挙動予測装置及び車両挙動予測方法、
並びに運転支援装置によれば、前記（１）～（１０）の効果が得られるとともに、さらに
以下の効果が得られるようになる。
【０１５４】
　（１２）車両挙動の予測に必要な情報を管理センター２００に集約させ、この管理セン
ター２００にて確率分布の作成、及び車両挙動の予測を行った。このため、車両挙動の予
測に必要な情報を複数台の車両から容易に収集することが可能となり、広域なエリアにお
ける確率分布の作成、及び車両挙動の予測を実現することが可能となる。これにより、豊
富な確率分布を用いて車両挙動の予測を行うことが可能となり、車両挙動を予測可能な局
面が増大するようになる。また、上記構成では、管理センター２００で専属して確率分布
の作成及び車両挙動の予測を行うことが可能となり、高機能な演算処理装置や大容量のデ
ータベースを管理センター２００に設けることが容易となる。これにより、確率分布の作
成や車両挙動の予測をより高速かつ高精度に行うことが可能となり、作成された確率分布
についても分布データベース２２０に大量に登録することが可能となる。
【０１５５】
　（他の実施の形態）
　なお、上記各実施の形態は、以下のような形態をもって実施することもできる。
【０１５６】
　・上記第３の実施の形態では、前方車両情報取得部１３０を車両１００に設ける構成と
した。これに限らず、車両挙動の予測結果の提供対象となる車両１００の進行方向前方を
走行する前方車両を、例えば車両１００の緯度経度情報に基づいて特定してもよい。そし
て、この特定した前方車両と管理センター２００との通信を通じて、車両挙動の予測に必
要な前方車両の走行速度や加速度を示す情報を管理センター２００に取得させるようにし
てもよい。これによれば、車両１００では、前方車両の走行速度や加速度を検出する必要
がないため、同車両１００に搭載された前方車両情報取得部１３０を割愛することが可能
となる。
【０１５７】
　・上記各実施の形態では、前方車両の緯度経度を、同前方車両に後続する車両１００に
搭載されたＧＰＳ１２１及びミリ波レーダー１３１の検出結果に基づき取得した。これに
限らず、車両１００と前方車両との車車間通信を通じて、前方車両の緯度経度情報を取得
することとしてもよい。
【０１５８】
　・上記各実施の形態では、前方車両情報取得部１３０を、ミリ波レーダー１３１及び車
両用通信機１３２によって構成した。これに限らず、前方車両情報取得部１３０を、ミリ
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波レーダー１３１もしくは車両用通信機１３２の一方のみによって構成してもよい。また
、前方車両情報取得部１３０を、車両１００の周辺環境を撮像する車両用カメラによって
構成してもよい。要は、前方車両情報取得部１３０とは、走行速度や加速度等の車両挙動
の変化を示す要素を取得可能な手段であればよい。
【０１５９】
　・上記第１及び第３の各実施の形態では、車両挙動の予測に際し、減速時及び非減速時
の確率分布の相違が顕著になる交差点手前約「４０ｍ」～約「２０ｍ」における前方車両
の走行速度及び加速度を用いることとした。そして、図３及び図４に例示したように、こ
の走行区間における確率分布に前方車両の走行速度及び加速度の推移が含まれるか否かに
基づいて、前方車両の車両挙動を予測した。これに限らず、例えば、例えば、図３、図４
に例示した減速時もしくは非減速時の確率分布に、前方車両の走行速度もしくは加速度の
推移が例えば約６０％以上属するか否かに基づいて、前方車両の走行速度もしくは加速度
が減速時もしくは非減速時の確率分布に含まれると判定するようにしてもよい。また、例
えば、上記第２の実施の形態と同様に、例えば、交差点の手前から所定距離離れた一地点
の走行速度及び減速度、並びにそれらの確率分布を用いて、車両挙動の予測を行うことと
してもよい。
【０１６０】
　・上記第２の実施の形態では、一例として、交差点の手前約「４０ｍ」における前方車
両の走行速度及び加速度と確率分布とに基づいて同前方車両の挙動を予測した。これに限
らず、車両挙動の予測に用いる予測対象車両の走行速度及び加速度、並びに確率分布とは
、減速時及び非減速時の確率分布の相違が生じる地点のものであればよい。すなわち、交
差点の手前約「４０ｍ」から近い地点のものであっても、交差点の手前約「４０ｍ」より
も遠い地点のものであっても、車両挙動の予測に用いることが可能である。また、上記第
１及び第３の各実施の形態と同様に、例えば、交差点手前の所定の走行区間における前方
の走行速度及び加速度の推移、並びに、同走行区間における走行速度及び加速度の確率分
布に基づいて、車両挙動の予測を行うようにしてもよい。
【０１６１】
　・上記各実施の形態では、走行速度及び加速度についての確率分布を、車両１００及び
同車両１００の前方車両の走行速度及び加速度に基づき作成した。これに限らず、車両１
００のみ、もしくは前方車両のみの走行速度及び加速度に基づいてそれらの確率分布を作
成するようにしてもよい。
【０１６２】
　・上記各実施の形態では、予測対象車両が減速しないことについての予測に走行速度の
確率分布を用いることとし、予測対象車両が減速することについての予測に加速度の確率
分布を用いることとした。逆に、予測対象車両が減速しないことについての予測に加速度
の確率分布を用いることとし、予測対象車両が減速することについての予測に走行速度の
確率分布を用いることとしてもよい。また一方、先の図３及び図４に例示したように、交
差点等の減速地点から遠い地点においては、加速度の確率分布の方が走行速度の確率分布
よりも減速時及び非減速時における相違が顕著となり、交差点等の減速地点から近づくほ
ど、走行速度の確率分布の方が加速度の確率分布よりも減速時及び非減速時における相違
が顕著となっている。よって、こうした特性を踏まえ、例えば、交差点等の減速地点から
所定距離以上離れた地点での車両挙動の予測には、予測対象車両の加速度と同地点での加
速度についての確率分布とを用いて、減速挙動の発生の有無を予測するようにしてもよい
。また、例えば、交差点等の減速地点から所定距離以上近づいた地点での車両挙動の予測
には、予測対象車両の走行速度と同地点での走行速度についての確率分布とを用いて、減
速挙動の発生の有無を予測するようにしてもよい。これによれば、減速地点から手前の所
定区間において変化する走行速度及び加速度の確率分布の特性に応じて、走行速度及び加
速度の各確率分布を用いた車両挙動の予測を行うことが可能となる。これにより、車両挙
動の予測精度の向上が図られるようになる。
【０１６３】
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　・上記各実施の形態では、交差点における減速挙動に応じて変化する走行速度及び加速
度の確率分布を作成し、交差点における予測対象車両の車両挙動を予測した。これに限ら
ず、例えば、一時停止位置や踏切、高速道路等に設けられた料金所、複数の道路の合流地
点やカーブ等、特定の運転操作が行われることに起因して特定の車両挙動が発生する走行
地点における確率分布を作成し、この作成した確率分布に基づいて同走行地点における車
両挙動の予測を行うこととしてもよい。
【０１６４】
　・上記各実施の形態では、確率分布の信頼区間として９５％を規定した。これに限らず
、信頼区間とは、９６％以上であっても９４％以下であってもよい。また、信頼区間とし
て、１００％を設定することも可能である。
【０１６５】
　・上記第３の実施の形態では、管理センター２００にて作成された確率分布と予測され
た車両挙動の予測結果とを、要求のあった車両１００に配信した。これに限らず、先の図
１４に対応する図として例えば図１５に示すように、スマートフォン等をはじめとする携
帯情報端末やパーソナルコンピュータからなる情報端末３００に、管理センター２００に
て作成された運転モデルや運転技量の評価結果を配信するようにしてもよい。この構成で
は、例えば車両１００に搭乗する情報端末３００のユーザによって車両挙動の予測要求が
情報端末３００を介して行われると、要求情報が端末通信機３０１から管理センター２０
０に送信される。そして、この要求情報の応答として、例えば車両１００の進行方向前方
を走行する前方車両の予測結果が情報端末３００に配信される。また、情報端末３００で
は、上記運転支援部１６１に準じた機能を有する運転支援部３０２による所定の演算を通
じて、予測結果が情報端末３００に搭載された音声装置３０３や表示装置３０４による音
声案内や画像案内として情報端末３００のユーザに報知される。また、この場合には、同
図１５に例示するように、車両１００の運転支援部１６０を割愛する構成とすることもで
きる。
【０１６６】
　・また、同図１５に対応する図として図１６に例示するように、車両１００にて収集さ
れた車両１００や前方車両の車両状態情報や位置情報を、端末通信機３０１と車両１００
の車両用通信機１７０との有線通信もしくは無線通信を通じて情報端末３００に一旦保有
させるようにしてもよい。そして、この情報端末３００に保有させた情報を、情報端末３
００の端末通信機３０１と管理センター２００のセンター通信機２０１との無線通信を通
じて、情報端末３００から管理センター２００に送信するようにしてもよい。また、情報
端末３００を予測結果の中継器として利用し、管理センター２００から情報端末３００に
配信された予測結果を車両１００に転送させ、この予測結果を車両１００で利用させるこ
ともできる。これによれば、通信機能を既に有している情報端末３００を利用して、車両
挙動の予測に必要な情報を管理センター２００に集約することが可能となり、運転モデル
の作成に必要な情報の収集源の拡充が図られるようになる。なお、この他、情報端末３０
０にＧＰＳ等が設けられているとき、このＧＰＳの検出結果に基づいて車両１００の走行
位置や走行速度、加速度等を取得してもよい。同様に、情報端末３００に走行速度センサ
や加速度センサ等が設けられているとき、それら各センサの検出結果に基づいて車両１０
０の走行位置や走行速度、加速度等を取得してもよい。そして、この情報端末３００が取
得した車両１００の走行位置や走行速度、加速度等を示す情報を、上記走行状態情報とし
て確率分布の算出等に用いてもよい。これによれば、情報端末３００単体で走行状態情報
を取得し、この情報端末３００が取得した走行状態情報を同情報端末３００から管理セン
ター２００に直接送信することが可能となる。さらに、上記分布演算部１４３や車両挙動
予測部１４５、分布データベース１５０等を情報端末３００に設ける構成としてもよい。
これによれば、車両１００から走行状態情報を取得せずとも、情報端末３００単体で走行
状態情報の取得や確率分布の作成、車両挙動の予測等を情報端末３００単体で行うことが
可能となる。
【０１６７】
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　・上記各実施の形態では、特定の運転操作に基づく車両挙動が発生したとき、走行地点
もしくは走行地点の特徴の別に確率分布を作成した。これに限らず、例えば、車両挙動の
予測を要する走行地点や走行地点の特徴を予め規定し、この規定した走行地点や走行地点
の特徴における確率分布のみを作成することとしてもよい。これによれば、確率分布が無
数に作成されることもなく、車両挙動の予測に用いられる利用可能性の高に確率分布のみ
が作成されることとなる。これにより、分布データベース１５０、２２０の容量の低減が
図られることとなり、確率分布の作成にかかる演算負荷の軽減が図られることとなる。
【０１６８】
　・上記各実施の形態では、走行地点の緯度経度や走行地点の特徴の別に確率分布を作成
した。そして、車両挙動の予測に際しては、予測対象とする走行地点の緯度経度もしくは
走行地点の特徴を特定し、この特定した緯度経度もしくは走行地点の特徴に共通する確率
分布を用いて車両挙動の予測を行った。これに限らず、上記道路地図データ１４２ａ及び
２１１ａを備える走行環境特定部１４２及び走行環境特定部２１１を割愛する構成とし、
走行地点の緯度経度の別のみに確率分布を作成してもよい。そして、車両挙動の予測を、
予測対象とする車両の緯度経度と同緯度経度における確率分布とに基づいて行ってもよい
。逆に、走行地点の特徴の別のみに確率分布を作成してもよい。そして、車両挙動の予測
を、予測対象とする車両の走行地点と特徴の共通する地点における確率分布に基づいて行
ってもよい。また、上記走行状態情報に車両の走行地点及び該走行地点の特徴を示す情報
を含まないこととし、適宜作成される確率分布を走行地点や走行地点の特徴の別に分類す
ることなく上記分布データベース１５０、２２０に登録するようにしてもよい。この場合
には、車両挙動の予測に際しては、例えば、予測対象とする車両と走行速度や加速度が共
通もしくは類似する走行速度や加速度をもとに作成された確率分布が分布データベース１
５０、２２０から抽出される。
【０１６９】
　・上記各実施の形態では、走行速度及び加速度の変化といった２つの要素の確率分布に
基づいて車両挙動の予測を行った。これに限らず、車両挙動の予測を、走行速度及び加速
度のいずれか一つの要素の確率分布に基づいて行ってもよい。すなわち、先の図７及び図
８に対応する図として図１７に例示するように、例えば、走行速度の減速時及び非減速時
における確率分布が作成される（ステップＳ３００）。次いで、例えば、予測対象とする
前方車両の走行速度と同車両の走行地点とを示す情報が取得されると（ステップＳ３０１
）、同前方車両の走行地点もしくは同走行地点と特徴の共通する地点における走行速度に
ついての減速時及び非減速時の各確率分布が分布データベース１５０、２２０から抽出さ
れる（ステップＳ３０２）。そして、この抽出された各確率分布に対する前方車両の走行
速度の相対的な位置関係が求められる（ステップＳ３０３）。この結果、前方車両の走行
速度が非減速時における確率分布の信頼区間のみに含まれているとき（ステップＳ３０４
：ＹＥＳ）、前方車両にて減速挙動が発生しないと予測される（ステップＳ３０５）。一
方、前方車両の走行速度が減速時における確率分布の信頼区間のみに含まれているとき（
ステップＳ３０４：ＮＯ、Ｓ３０６：ＹＥＳ）、前方車両にて減速挙動が発生しないと予
測される（ステップＳ３０７）。また一方、前方車両の走行速度が減速時及び非減速時の
確率分布の信頼区間のいずれにも含まれているとき、もしくは、いずれの確率分布の信頼
区間にも含まれていないときには（ステップＳ３０６：ＮＯ）、前方車両の車両挙動が不
定であると判定されることとなる（ステップＳ３０８）。そして、車両挙動の予測に用い
られる要素が加速度であるときにも、ステップＳ３０１～ステップＳ３０８が実行される
ことにより、加速度に基づいた車両挙動の予測が行われることとなる。これによれば、走
行速度もしくは加速度についての確率分布を作成し、予測対象とする車両の走行速度もし
くは加速度のみを取得すればよい。よって、予測対象とする車両の予測をより簡易な処理
によって行うことが可能となる。
【０１７０】
　・上記第３の実施の形態では、分布演算部２１２、車両挙動予測部２１４、及び分布デ
ータベース２２０を管理センター２００に設ける構成とした。これに限らず、例えば、分
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布演算部２１２及び分布データベース２２０を管理センター２００に設け、車両挙動予測
部１４５を車両１００に設ける構成としてもよい。この構成では、車両挙動予測部１４５
は、車両挙動の予測に際し、車両挙動の予測に必要な確率分布を管理センター２００から
取得する。そして、車両挙動予測部１４５は、この取得した確率分布を用いて予測対象と
する車両の車両挙動を予測する。これによっても、車両１００では、予測対象とする車両
の予測処理を行うだけでよく、車両挙動の予測にかかる演算負荷が軽減され、車載制御装
置１４０等の処理負荷が軽減されることとなる。また、上記各実施の形態において、車両
１００が走行する頻度の高い走行地点もしくは同走行地点と特徴の類似する地点における
確率分布のみを車両１００に保有させることとしてもよい。これによれば、車両１００で
は、利用頻度の高い確率分布のみを保有すればよく、確率分布を登録するための記憶領域
の縮小化が図られることとなる。
【０１７１】
　・上記各実施の形態では、減速地点における減速挙動の発生の有無を予測した。これに
限らず、例えば、交差点での右折、左折、及び直進時に取得される車両の走行状態や、発
進時における車両の走行状態に基づいて上記確率分布を作成し、この作成した確率分布に
基づいて予測対象とする車両の右折、左折、及び直進、並びに発進等を予測することとし
てもよい。また、この他、道路上に存在する交通要素に応じて発生する車両挙動であれば
、上記確率分布を用いて予測することは可能である。
【０１７２】
　・上記各実施の形態では、特定の車両挙動の発生時における確率分布と該特定の車両挙
動の非発生時における確率分布とを用いて車両挙動の予測を行った。これに限らず、複数
種の確率分布を用いて車両挙動を予測するものであればよく、例えば、減速時における走
行速度の確率分布と同じく減速時における加速度の確率分布とに基づいて車両挙動の予測
を行うこととしてもよい。同様に、例えば、非減速時における走行速度の確率分布と同じ
く減速時における非加速度の確率分布とに基づいて車両挙動の予測を行うこととしてもよ
い。これによれば、例えば、予測対象とする車両の走行速度及び加速度が、減速時におけ
る走行速度及び加速度についての各確率分布に含まれるとき、同車両が特定の車両挙動を
示すと予測される。同様に、予測対象とする車両の走行速度及び加速度が、非減速時にお
ける走行速度及び加速度についての各確率分布に含まれるとき、同車両が特定の車両挙動
を示さないと予測される。また、例えば、予測対象とする車両の走行速度が減速時におけ
る走行速度についての確率分布に含まれるものの、予測対象とする車両の加速度が減速時
における走行速度についての確率分布に含まれないときには、同車両の車両挙動が不定で
あると判別される。また一方、例えば、予測対象とする車両の走行速度が非減速時におけ
る走行速度についての確率分布に含まれるものの、予測対象とする車両の加速度が非減速
時における走行速度についての確率分布に含まれないときにも、同車両の車両挙動が不定
であると判別される。
【０１７３】
　・上記各実施の形態では、車両挙動の予測を、車両挙動の変化を示す要素に基づき作成
した確率分布を用いて行った。これに限らず、例えば、図１８（ａ）及び（ｂ）に例示す
るように、例えば、交差点ＳＣ等の特定の交通要素を走行する車両１００等の例えば走行
速度や加速度等に基づいて、減速時の車両挙動パターンＬｙと非減速時の車両挙動パター
ンＬｎとの相反する車両挙動パターンを作成することとしてもよい。そして、例えば、車
両挙動の予測対象とする車両の走行速度が推移Ｌ１であり、この推移Ｌ１が減速時の車両
挙動パターンＬｙとマッチングし、かつ、非減速時の車両挙動パターンＬｎとマッチング
しないとき、同車両にて減速挙動が発生すると予測してもよい。例えば、車両挙動の予測
対象とする車両の走行速度が推移Ｌ２であり、この推移Ｌ２が非減速時の車両挙動パター
ンＬｎとマッチングし、かつ、減速時の車両挙動パターンＬｙとマッチングしないとき、
同車両にて減速挙動が発生しないと予測してもよい。一方、車両挙動の予測対象とする車
両の走行速度が推移Ｌ３であり、この推移Ｌ３が減速時の車両挙動パターンＬｙと非減速
時の車両挙動パターンＬｎとのいずれともマッチングするとき、同車両の挙動が不定であ
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ると判定するようにしてもよい。これによれば、予測対象とする車両の車両挙動パターン
と減速時の車両挙動パターンＬｙ及び非減速時の車両挙動パターンＬｎとの双方とのマッ
チングを通じて車両挙動が予測されることとなり、減速時の車両挙動パターンＬｙ及び非
減速時の車両挙動パターンＬｎのいずれかのパターンにだけマッチングするだけでは車両
挙動の発生及び不発生が予測されないこととなる。これにより、相反する２つの車両挙動
のパターンを用いて車両挙動が予測されることにより、車両挙動の予測精度の向上が図ら
れることとなる。また、これにより、減速挙動の発生及び不発生のいずれもが発生し得る
ときには、車両挙動が不定であると判定されることにより、車両挙動の予測を、特定の車
両挙動の発生及び不発生、並びに不定といった３段階で行うことが可能となる。なお、こ
の場合には、上記分布演算部１４３、２１２が上記演算部に相当する。
【０１７４】
　・上記各実施の形態では、予測対象とする車両として車両１００の進行方向前方を走行
する前方車両の車両挙動を予測した。これに限らず、例えば、車両１００の走行状態を示
す情報を取得し、この取得した情報と確率分布とに基づいて同車両１００の車両挙動を予
測することとしてもよい。これによれば、例えば、この予測結果に基づき車両１００の減
速挙動が予測されるときには、この予測結果に基づいて減速支援が実行される。また、例
えば、車両挙動の予測対象とは、車両１００に後続する車両や車両１００に並行して走行
する車両であってもよい。
【０１７５】
　・上記各実施の形態では、車両１００に運転支援部１６１を設け、この運転支援部１６
１による運転支援を実行した。これに限らず、運転支援部１６１を割愛する構成とし、車
両挙動の予測結果に基づく駆動系の運転支援を行わないこととしてもよい。この構成では
、例えば、車両挙動の予測結果が、音声案内や画像案内を通じてドライバに報知されるこ
ととなる。
【符号の説明】
【０１７６】
　１００…車両、１１０…車両状態検出部、１１１…車速センサ、１１２…加速度センサ
、１２０…走行環境検出部、１２１…ＧＰＳ、１３０…前方車両情報取得部、１３１…ミ
リ波レーダー、１３２…車両用通信機、１４０…車載制御装置、１４０Ａ…車載制御装置
、１４１…システム制御部、１４２…走行環境特定部、１４２ａ…道路地図データ、１４
３…分布演算部、１４３ａ…信頼区間規定部、１４４…データベース作成部、１４５…車
両挙動予測部、１４５ａ…類似地点抽出部、１５０…分布データベース、１６０…運転支
援部、１６１…運転支援部、１６２…音声装置、１６３…表示装置、１７０…車両用通信
機、２００…管理センター、２０１…センター通信機、２１０…演算処理装置、２１１…
走行環境特定部、２１１ａ…道路地図データ、２１２…分布演算部、２１２ａ…信頼区間
規定部、２１３…データベース作成部、２１４…車両挙動予測部、２１４ａ…類似地点抽
出部、２２０…分布データベース、３００…情報端末、３０１…端末通信機、３０２…運
転支援部、３０３…音声装置、３０４…表示装置。
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